
　走りながら考えると言われてきた介護保険制
度が大幅改正された。介護現場では、また新しく
なった制度に翻弄（ほんろう）されながら走り続
けなければならない。制度改正の意味するものは
何なのだろうか。今一度、介護現場からの視点で
検証したい。
　制度改正で見える将来像への布石について考
えてみたい。改正制度が始まって数日しか経てい
ない現状において、気が早すぎると指摘する向き
もあるだろう。しかし、今改正で昨年10月に先行
実施された介護保険施設利用者の居住費と食費
の自己負担化という大改革は、遡（さかのぼ）れば
15年４月の報酬改定、ルール改定時に、
ユニットケア型の「新型特養」
が位置付けられたことが布
石となっている。それは、新
型特養が介護保険施設利用
者の居住費負担への理由付
けの一里塚に利用されたこ
とを意味し、今回も同じよう
に３年後の報酬改定へ直結
するような布石、『影』が見え
てくる。

　最大の改革は、何といっても新予防給付の創設
である。増え続ける給付費の抑制効果を狙ったも
のといわれるが、その視点は主に２つある。１つ
目は非該当者も含めて新要支援者が介護対象に
ならないように予防サービス利用で身体機能維
持を図ること。２つ目は現行の要支援、要介護１
の利用者急増からくる介護給付費の伸びを、新予
防給付対象という枠組みに移行し、実質、使える
サービスを限定して支給限度額を減らす。
　しかし、よく考えると、特に後者の効果は大い
に疑問が残る。確かに、現行の要支援、要介護１の
利用者は急増しているが、給付費全体に占める割
合はさほど増えていない。将来的に見て、これは

給付費拡大を防ぐ効果があるとは思えない。
　そこで少し視点を変え、要介護認定の新判定ソ
フトに関する構造を見ながら、認定テキストで示
されている「状態像の例」を見ると理解できると
思う。要介護１相当と要介護２は非常に似通って
おり、両者の違いは要介護２では要介護１相当の
状態に加え、「日常生活動作に部分的介助が必要」
と示されている。
　一方、要介護３の状態像は、日常生活動作及び
手段的日常生活動作の両方の観点から要介護２
と比べて「著し く低下してい

る」状態像とさ れており、要介
護１相当と要介護２の垣根は、要介護２と要介護
３よりも著しく低い。つまり、「要介護１相当と要
介護２の一部対象者は似通った状態像」を示して
いるという結論にたどり着く。これがこの疑問に
対する答えになるだろう。
　今改正では、予防給付対象者は現行の要支援者
と要介護１の大部分だったが、次期改正では予防
給付の範囲を、認知能力の悪化していない要介護
２の一部にまで広げる議論が必ず出てくること
を意味している。これは新予防サービスのあり方
や効果検証と並行して考えられるだろうが、少な
くとも予防対象は今改正ですべて完結したわけ
ではないというのが結論だ。

　もう一つは、「定額報酬」の問題が挙げられる。
これまでの介護報酬は、サービス提供回数や時間
の実績による「出来高払い」が原則だったが、介護
予防サービスの訪問介護や通所サービス、地域密
着型サービスの「小規模多機能型居宅介護」に定
額報酬制が導入された。この報酬形態は、給付費
抑制効果を考えると「切り札」になるかもしれな
い。何しろ、量や回数に関係なく一定限度の費用
負担で済むのだから、過剰サービスによる給付費
増を心配する必要はないからだ。
　サービス提供側の都合で、必要なサービスも抑
制してしまうのではないかという懸念があるも
のの、それは競争の中でサービスの質を競う段階

において、悪い事業者は淘汰（とうた）さ
れるというのが国の論理だ
ろうが、そう上手（うま）くは
いくまい。必ず利用者側の不
平、不満が噴出し、悪徳事業
者が問題になるだろう。
　しかし、定額報酬制を介護
保険制度に位置付けた意味
は、定額報酬というルールの
既成事実化になり、次期改定

論議では必ず他の領域にも広げようとい
う声が挙がってくることを示している。特に、訪
問介護は「機能別再編」の名のもとに、現行の生活
援助と身体介護という区分を廃止した定額報酬
制が介護給付の訪問介護にも導入されるように
議論されることは間違いない。これが２つ目の大
きな布石、『影』である。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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　今回の介護保険制度改正の柱の１つに新予防
給付が挙げられる。要介護状態になることをでき
る限り防ごうとする対策であり、その対象は廃用
症候群モデルである。
　廃用とは、加齢に伴う身体機能の衰え以上に実
際の機能低下が進行する状態であり、想定される
一般的な身体機能低下と、実際の低下の差が大き
ければ大きいほど廃用は進行しているとされる。
この原因に的確に対応できれば廃用の進行を遅
らせることができ、それが予防になる。
　この対策として国が考えたのが、栄養
障害の予防や口腔ケアの取り
組みによる健康維持メニュ
ーと、一連の筋力トレーニン
グを含む運動器の機能向上
メニューだ。
　特に、新予防給付の中心的
サービスである通所サービ
スでは、運動器の機能向上メ
ニューとして多くの事業所が
筋力トレーニングを導入している。新予
防給付のメインサービスメニューは、筋トレとい
う状態が現出されつつある。
　しかし、運動器の機能維持・向上が、筋トレを行
うことで可能になるのだろうか。本当に効果があ
って、廃用を防ぐことにつながるものなのか大い
に疑問を持っている。
　これは、私たちの筋力がどのように保たれてい
るかを考えれば一目瞭然だろう。普段の生活で使
わない機能は、決して維持されたり向上したりは
しない。つらいメニューや、面白くないメニュー
は続かないから、一時的な効果しか現れず（モデ
ル事業の効果などはこれに尽きる）、それは予防
のエビデンスにはならない。
　つまり、できることを増やしても、実際の生活
で「やらなければ」予防にならないのだ。日常生活

の中で、その機能をどのように使えるかを考える
ことなく、単なる身体能力への対応プログラムに
着目しても継続しないのは明白ではないか。
　生活に機能を生かすためには、その機能を使っ
て過ごせるような「動機付け」が不可欠。それは要
介護度ではなく、生活の質で評価すべきものなの
である。

　では、生活の質から考える、要介護状態となる
危険因子とは何 だろうか。

　
高齢者が要介護 状態となるリス
クは、加齢と疾病が最大要因で、原因疾患は１番
目が脳血管障害、２番目が高齢による衰弱、３番
目が骨折である。
　しかし、それとは別の視点で生活の中の危険因
子を見つめてみると、「引きこもり」が重要な要素
になってくる。引きこもりといっても、家から一
歩も出ない状態だけでなく、外出が億劫になり週
１回程度しか外出しないという状態も含むと考
えている。
　外出しなければ人と会うことはなく、身だしな
みに気を遣わなくなる。口臭や体臭も気にせず、
歯磨きをしなくなり、入浴回数が減る。外部の生
活と自分の生活をマッチングする必要はないの

で、朝寝や夜更かしが生活障害にならなくなり、
昼夜逆転や夜間不眠が繰り返される。人によって
は不眠をアルコールで解消しようとする。外出し
ないで、家でごろごろしているからお腹がすかな
い。お腹がすかないから食べるものも不規則にな
り、好きなものしか食べなくなる。
　こう考えると、｢引きこもり｣には運動機能低
下のリスクだけでなく、口腔機能低下のリスクも
栄養障害のリスクもすべて含まれていることが
分かる。このような｢引きこもり｣によって、高齢
者は健康を害したり、見当識を悪化させたりして
いくことが多い。特に、１人暮らしの男性にはよ
く見られるケースだ。
　だから、通所サービスというのは運動器の機能
向上メニューを行わなくても、自宅以外に定期的

に出かける場所があり、他者とふれ合う
機会があることそのものに
予防効果があり、その効果は
過去５年間のデイサービス
利用者８割が要介護度維持
という全国老施協の調査結
果でも示されている。
　できることと、やること
は、本来違うのだ。機能面を
考えた時、家の中だけの生活

だから、できることをしなくなる。やりた
いことしかしないから、身体機能は生活の中で使
われない。これが現実の廃用の一番の原因になっ
ている。
　有効な対策を考えるのなら、生活の中でやれる
ことを、することに結びつけることが一番現実的
で長続きする。たとえ、本来の廃用予防で筋力ア
ップし、できることが増えたとしても、やらなけ
れば廃用は改善しない。
　今回の制度見直しでは、「引きこもり」に対する
具体策が示されていない。むしろ、通って受ける
サービスに利用者が「望まないもの」をメニュー
に加え、利用回数減少を助長するような定額報酬
制を導入し、廃用を生活障害ととらえず、筋力低
下ととらえる新予防給付の前途は暗いものと言
わざるを得ない。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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　介護予防通所サービスでは、「事業所評価加
算」という加算報酬が位置付けられている。これ
はいわゆる成功報酬である。
　そのルールは、毎年１月から12月までの期間
で、利用者数10人以
上の介護予防通所サ
ービス事業所を３カ
月以上継続利用して
いる利用者で、運動
機能向上と栄養改
善、口腔機能向上の３サービスいずれかを選択
している場合が対象になる。認定更新・
変更後の結果から、維持を１
点、１段階改善を５点、２段
階改善を10点とし、合計を
更新・変更認定者数で割っ
た数字が２を超えたとき、
翌年の報酬に月100単位を
機械的に加算するというも
のだ。（図参照）
　つまり、要支援１・２とい
う状態区分がどのように変化したかで、
事業所のサービス提供の結果を「成功した事業
所か否か」として評価する。
　しかし、このルールには大きな問題があるよ
うに思えてならない。
　なぜなら、人の生活の改善は、要支援状態区分
で判断することは適切ではないからだ。要支援
状態区分は心身の状態像を表す尺度の一つに過
ぎず、それだけにとらわれると「生活の質（ＱＯ
Ｌ）」を含めた生活者としての個人の状態像を、
正確にとらえることができなくなってしまう問
題がある。
　そういう意味で、生活状況の改善には必ずし
も直結しない数値に根拠を置く判定方法自体
が、評価としての妥当性に欠ける。また、加齢と

いう自然現象の中で生じる健康状態の変化や、
身体能力の衰えに対しては、要支援状態区分の
改善や維持だけでなく、悪化の度合いをどの程
度防いでいるかということも重要で、その視点
が欠落しているように思える。
　そもそも、そのサービス事業所に通う「動機付

け」、通うことで「生
きがい」を感じられ
るサービスの質や利
用者の満足度の評価
は、要支援状態区分

の数字の変化

で表すことがで きるのだろう
か。それはおそらく難しいだろう。数値で示され
ないのが人の「暮らしの満足度」なのだ。

　成功報酬を得て加算算定することは、利用者
から見た場合、まったく同じサービス内容に対
し、翌年から毎月100単位分の自己負担分を負
わなければならないという奇妙なルールになっ
ている。金額にしてわずか月100円増とはいえ、
自分が頑張った結果、自己負担が増えることに
変わりなく、それほど歓迎されることではない
だろう。

　このルールは、事業所にとっても歓迎すべき
ものではないという実態が見てとれる。
　実際に10人のグループでシミュレーション
してみれば分かる。例えば、10人のうち８人が
維持で、２人が１段階改善でも1.8という数字に
しかならない。１段階改善では10人のうち７人
が維持で、３人が改善でないと加算条件に当て
はまらない。悪化が２人いれば、３人が１段階改
善でもちょうど2.0になり、「２を超える」条件に
は足りず該当しない。ハードルが高すぎるのだ。
　さらに大きな問題がある。対象者は要支援１
か要支援２のどちらかだが、仮に10人のうち７
人が維持で、３人が改善した場合、改善の３人が
要支援１であれば、予防対象ともならない非該
当という認定結果を受けたことになり、通所サ
ービス自体利用できない。

　改善が要支援２の方であれば、要支
援１になり、事業所に入る
定額報酬が下がる。同時に、
利用者も場合によっては通
いの回数が減らされるとい
う可能性が高く、支給限度
額も下がり、他の介護予防
サービス利用にも影響が出
る。
　成功報酬を得られる事業

所のサービスが優れているとすれば、
そこで結果を出した当事者たる利用者自身は、
その優れたサービスを継続して使うことができ
なくなったり、使う量が減らされるというおか
しな状態を招く。そういう意味では、身体機能の
改善自体は喜ばれても、結果としての要支援状
態区分の改善は利用者にとっても望まない結果
となってしまう可能性がある。
　事業所としても、実際に利用者減につながる
結果を歓迎できないのではないか。「ちょっと待
ってください。そんなに頑張ると次回認定以降
サービスが使えなくなりますよ。もっと適当に
やりましょう」。そんな声があちこちから聞こえ
なければ良いが…。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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　施設サービスでも、居宅サービスでもない第
３カテゴリーのサービスとして、さらに地域密
着型サービスのエース的存在として早くから議
論されてきた、小規模多機能型居宅介護が制度
に位置づけられた。そして、その報酬形態は月単
位の定額報酬制となっている。
　このサービスを保険外で先行実施している地
域では、利用者が状況に応じて通いや泊まりを
臨機応変に利用することで、地域での生活をよ
り長く継続できる効果が報告されている。その
可能性と課題を検証してみたい。
　小規模多機能型居宅介護
支援は、あらかじめ25人以
下の利用者を登録してお
く。登録者に対し通所サー
ビス（登録者の半数の定員
～15人）提供を中心に、必要
に応じて随時、宿泊サービ
スを提供したり、居宅にヘ
ルパーを派遣して生活支援
を行うなど、いわばデイサービスとショ
ートスティ、ホームヘルプを１事業所で一元管
理しパッケージでサービス提供するシステム
だ。そのケアプランを立てるため、専任のケアマ
ネを１人以上配置しなければならない。
　報酬は要介護１で月額11,430単位、要介護５
は28,120単位。仮に要介護１の方と、要介護５
の方がアセスメントの結果、すべて同じ回数と
種類のサービスを使ったとしても、両者の月額
報酬には倍以上の差があり、利用者負担にも大
きな差が生じる。
　そこでこの報酬が高いか、安いかという議論
の中で、例えば要介護５の方が週１回の通所と、
週１日程度の泊まりで28,120単位は高くない
かとの意見がある。しかし、要介護５の状態像を
考えたとき、居宅においてインフォーマルな支

援がかなり濃厚に提供されていたとしても、ホ
ームヘルプサービスが不可欠で、夜間対応も考
えられる。小規模多機能型居宅介護サービスを
使っている間は、居宅サービスの訪問介護は使
えないため、小規模多機能型居宅介護事業所の
ヘルパー派遣で対応せねばならず、決して少な
いサービス提供で大きな報酬が得られることに
はならないと推測できる。
　要介護１でも認知症の方（特に新判定では要
介護１は認知症自立度Ⅱ以上の方が多くなる）
のサービス利用 において、通い

や泊まり、派遣 を相当上手く組
み合わせないと効果的なサービスとはならず、
家族などのインフォーマルな負担を増やしてし
まう恐れがあり、月額11,430単位という報酬は
厳しいものといえるのではないだろうか。

　利用者側から見れば、サービスをどれだけ使
おうが使うまいが負担は同じということは、他
者と比べてサービス提供量が少ないことを「損」
と感じる恐れが多分にある。それをアセスメン
トの結果という言葉で納得してもらえるかが問
題だ。
　特にこのサービスを使っている間は、訪問看

護等の一部サービスを除いて、他の居宅サービ
スは使うことができない。そのため、アセスメン
トの結果以上の、あるいは事業所の体力以上の
サービスが求められる可能性を常に内包してい
るサービスといえ、この点で担当ケアマネの力
量が重要になる。
　高齢者は健康上の問題と決して無縁ではいら
れず、医療機関との連携や主治医を巻き込んだ
形での支援が欠かせない。しかし、小規模で運営
できるというメリットは見方を変えれば、どの
機関にも所属しない経営主体が増えることにな
り、医療機関との連携・関係が希薄になるデメリ
ットに変質しないかという問題があり、今後の
大きな課題になってくるだろう。
　さらに、夜間対応の派遣と泊まりという２つ

の機能を併せ持つことで、宿泊者がい
ない場合も夜間対応職員を
１人配置しなければならな
い基準は、このサービス参
入への足かせになりかねな
い厳しいものだ。もう少し
基準を緩めないと、このサ
ービスは広く浸透しないの
ではないだろうか。
　小規模事業所の特性とも

いえるが、このサービスに従事する職員
は、通所や泊まり、利用者の家庭というさまざま
な場面で多様にサービス提供するため、マルチ
な対応が求められるだけでなく、人間関係が濃
厚になって生ずるストレスに対応できるチーム
としてのシステム作りが不可欠だ。そこへの対
応が、この事業経営者に求められる重要な視点
と資質だろう。
　しかし、この事業は資金豊富な大法人でなく
ても、個人が比較的簡単に事業進出できるのが
特徴。それをメリットとして考えれば、地域で活
躍している実践家として志を高く持つ専門家が
事業経営し、質の高いサービスを提供できる可
能性がある。パッケージ方式による新たな形の
介護サービスに、大いに注目と期待をしていき
たい。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長

連載４

◆効果的なサービス組み合わせが大事◆

〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１小規模多機能型居宅介護の課題

◆宿直職員配置の基準緩和必要に◆
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　今回の介護保険制度改正では、既存サービス
の中でもいくつかの新たなルールが新設され、
加算報酬などを算定できるようになっている。
　ショートステイの場合も、短期入所生活介護
と短期入所療養介護の区別なく、両者を横断的
に組織化して複数の事業所がネットワークを組
み、窓口を明確化して緊急対応が必要な利用者
を受け入れた場合、当該ケースの報酬に原則７
日間を限度として、通常報酬に50単位加算でき
る「緊急短期入所ネットワーク加算」
が新設された。
　これは慢性的にショー
トが満床状態の地域でも、
複数の事業所が相互に協
力し連絡体制を構築して
いることで、緊急ケースを
できる限り受け入れ、『シ
ョートステイ難民』を作ら
ないことを目的としてい
る。その意味では、本来のショート機能
がより適切に発揮できる仕組みづくりにもなる
と思える。適切に機能すれば、地域住民の安心感
にもつながり期待が持てるシステムと考えられ
ている。
　しかし、このネットワークが地域で機能するに
はさまざまな問題がある。現実的に、私たちの地
域では、このネットワークを構築しようという動
きはまったく見られない。なぜなのだろうか。
　理由の１つとして、実際にショートのベッド数
が少なく、受け入れできないことが多い事業所が
複数存在していても、当該事業所が「困る」問題と
の意識になり難い。むしろ、利用者や担当ケアマ
ネが「困る」問題であり「認識のずれ」があるのだ
ろう。事業所側の問題として、ネットワークを構
築しようという意識になりづらいのである。

　加えて、地域で緊急対応できないと利用者に
とって著しい不利益になるため、できる限りセ
ーフティネットを構築して対応しようという意
識は事業所側にもあるが、それができない原因
が別に存在する。それは、この「緊急ネットワー
ク加算」の算定ルールそのものだ。
　問題はこのネットワークの構築ルールにおい
て、連携体制の最低単位数を100人以上のショ
ート利用定員確保に置いている点である。この
数字はあまりにも大きすぎる数字と言わざるを
得ない。

　ショートの 利用定員は短
期入所生活介護の場合、入所定員の外枠で簡単
にその数を割り出すことができるが、老健や療
養型の短期入所療養介護はいわゆる内枠で、全
体の定員の枠の中で受け入れており、時期によ
ってショート利用できるベッド数が異なってい
る。その場合、前年度の１日平均の空床とショー
ト利用者数で数を割り出すことになっている。

　私の施設がある登別市の人口は５万人強、隣
市の室蘭市と隣町の白老町を合わせた人口は
12万人強、合計17万人強だが、この３市町の短

期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせた
利用定員を合計しても、とても100人には届か
ないだろう（療養介護の定員は前年度実績のた
め、正確な数字は把握できないが、大きく及ばな
いことは間違いない）。そうすると、このネット
ワークは大都市圏でない限り、かなり広い地域
で通常営業地域を越えてネットワークを組まな
ければベッド数確保は困難だ。
　北海道の郡部、人口密度が低い地域ではなお
さら広い範囲のネットワーク構築が必要にな
り、現実的なショート利用地域の想定範囲を大
きく超える連携が必要になる。
　そうした広い地域の事業所が相互に連携して
統一した窓口を設置し、臨機に対応できるだろう
か。可能であったとしても、利用者は自分が住む

地域から、はるか離れた地域のサー
ビスを利用するだろうか。
　緊急という意味には、そ
ういう不便さがあっても
緊急的に対応せざるを得
ないケースを想定してい
るとの意味合いもあるの
だろうが、どうしても都市
圏を中心に考えられた数
字、ルールではないかと感

じてしまう。
　その他にも、このネットワークには24時間対
応が求められ、連携施設間での定期的な事例検
討会などの開催も条件とされている。７日間、
合計3,500円の報酬を得るためのルールとして
は、ネットワークを構築する側の負担感だけが
大きなルールと思えてならない。
　しかし、緊急的に対応するシステムは極めて
重要であり、福祉サービス事業に求められる責
任だろうから、もっとネットワークを構築しや
すいルールにしなければならない。
　複数の事業所が相互に協力し、利用者ニーズ
に応えるには、連携範囲をもっと狭く展開でき
ることが必要だ。地域事情に応じた定員確保を
認めるなどルール変更をしなければ、現実的に
このシステムは機能しないだろう。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長

連載５

◆「定員100人以上確保」の厳しい要件◆

〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１ショートの緊急ネットワークは機能するか?

◆地域事情に応じルール変更を◆
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　グループホーム（ＧＨ）をはじめとした地域密
着型サービスは、小規模であるがゆえに、現場で
熱い思いを持ってケアサービスに取り組んでい
る若い実践家も、比較的経営に参加しやすい事
業といえる。
　しかし、それは同時に、さまざまな資質の経営
者を生み、経営者の考え方一つでサービスの質
に大きな差を生み出す恐れを内包している。
　大規模施設でも同じではないかという意見も
あるが、組織が大きくなればさまざまな人材が
関わることになる。一人の経営者の思
い込みが直接サービスに反
映される過程で、多段階に
フィルター機能が発揮され
る組織力が働き、どこかで
思い込みを修正できるとい
う可能性が高くなる。一方、
小規模であればあるほど、
このフィルター機能が発揮
されにくいというデメリッ
トが生まれる。
　こうしたことは、これまであまり論じられて
おらず、小規模のメリットだけが強調されがち
だ。非常に危険な「密室性」につながりやすく、具
体例を挙げながら考えてみたい。
　これは小規模のデメリットをあげつらって上
げ足を取ろうという趣旨ではなく、小規模拠点
の経営者に自分の思い込みが、人の生活の中で
「幸福感」「満足感」につながっているのかという
ことを日々、振り返って考えてもらいたいとい
う思いからだ。

　ＧＨの特長の一つとして、個別の生活習慣や
生活スタイルの継続性が挙げられる。そのため、
装飾や雰囲気は家庭的な部分に重点が置かれて

考えられ、個人の居室にもそれぞれのなじみの
家具などを持ち込み、施設ではない、家庭として
の生活空間づくりを行うことが大切であるとい
われている。その通りだろうし、それは重要な視
点だ。
　しかし、そのことを理由に、ベッドを備品とし
て備えておらず、持ち込むことを入居条件とし
ているＧＨがある。ベッドを持ち込みたいとい
うことを否定するものではないが、果たしてベ
ッドがなじみの物品として必要な家具なのか
疑問に思うこと がある。そもそ

もベッド自体 に、そういう
思い込みを持つ方が多いのだろうか。清潔で寝
やすいベッドであるなら、混乱要素にはならな
いと思う。
　それに、入居の際にベッドを持ち込む労力も
大変だろうし、入居後の外泊のことはどう考え
ているのだろう、と疑問に思う。しかも、おかし
いことに、持ち込まれたベッドが明らかに、新し
く買ったばかりのものであったりする。つまり、
ＧＨに入居するために購入したものだ。なじみ
の家具でも何でもない。中には、わざわざギャジ
ベッドを購入して持ち込んでいる例もある。
　これが家庭で使われていた家具なのか？　使
われていたとしても、それはやむを得ない必要

性に迫られてのことだろうし、わざわざＧＨに
まで持ち込み、それが「あなたの生活スタイルで
す」と継続利用させる必要があるのだろうか。
　むしろ、家庭の介護力の問題で、ギャジベッド
を使わざるを得ない生活を送っていた方々に、
ギャジベッドではない寝具としてのベッドを使
っていたころの生活を取り戻していただくよう
なケアサービスを目指すことが、本来のＧＨの
目的ではないのか。なじみの物品使用を、事業者
側の都合の良い論理に使ってはならない。形よ
り生活そのものが大切なのだ。

　また、高齢者だから「昔のもの」「古いもの」が
何もかもなじみだろうと思ったら大間違いで、

「そんなもの使ったことがない」とい
うことになってしまうケー
スもある。一口に高齢者と
いっても、生きてきた時代
や地域はさまざまだ。
　今後、掃除用具に掃除機
を当たり前に使っていた世
代の高齢者、洗濯機がない
生活を考えられない高齢者
だって増えてくる。認知症

が現れる直前まで、一家の主婦として
活躍していた方は、掃除機を普通に使っていた
はずだ。認知症になった途端、すべての高齢者が
「ほうき」と「はたき」でなければ掃除が出来なく
なるというものでもないと思う。
　職員の思い込みで古い道具すべてが高齢者の
なじみの道具と思ってはいけないし、認知症高
齢者は古くて不便なものしか使えない、という
思い込みから抜け出すことが必要だ。個別に合
うもの・合わないもの、できる行為・できない行
為を考えなければならない。生活支援型ケアと
は、そういうことを含んだ気配りのケアだろう。
　装飾も、本当に利用者にとってなじみがあっ
て落ち着けるものなのか、単に経営者の趣味の
表現となっていないか、そういう日々の振り返
りが大事な視点だ。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長

連載６

◆発揮されづらい「フィルター機能」◆

〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１小規模拠点の経営者が陥りやすい落とし穴（上）～なじみの家具と生活

◆思い込みから抜け出し、日々の振り返りを◆

◆形より生活そのものが大事◆
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　既存の大規模施設の批判の１つに、集団的ケ
アが挙げられる。その脱却のためにハードがユ
ニット型でない既存施設でも、グループケアや
ユニットケアが行われている。そして、脱集団処
遇の方法論として「日課のないケア」が勧められ
ている。まさにグループホーム（ＧＨ）などの小
規模拠点で行われるケアの方法論を取り入れた
ものだ。
　ところが、この日課のないケアというものを
誤解してとらえているリーダーによって提供さ
れるサービスは、利用者の生活その
ものに深刻な問題を与え
てしまうことがある。
　日課がないということ
は、個人が好きな時間に起
きて、食事時間も不規則
で、夜不眠の日が続いて
も、それに対応できれば良
く、着替えも整容も気が向
いたときに行えば良い、と
いう考え方ではない。人には生活リズ
ムが重要なのだ。朝起きて、日中は活動的に過ご
し、夜眠られる、という生活が体内時計のリズム
を刻み、それが健康で幸福な生活の前提条件に
なる。
　ある程度、生理パターンに合わせた生活づく
りの援助が必要で、利用者１人ひとり微調整さ
れるものである。日課のないサービス提供がで
きるという本来の意味は、ＧＨ側の決めごとに
利用者を合わせるのではない。「利用者自身の希
望や状態に合わせてサービスを提供する」とい
う意味であり、それぞれの習慣に基づく日課や
生活リズムが大切にされなければならない。
　つまり、食事時間や入浴時間、就寝時間が毎
日、気分によって変わってしまうような生活が
日課のない生活の意味ではない。逆に、それが乱

れている方には、一定の生活パターンを取り戻
す援助を行わなければならない。そして、その方
法論が過去の生活暦や習慣を取り入れ、できな
いことより、できることに目を向けて共に過ご
す中でケアサービスを提供する「生活支援型ケ
ア」の基本である。

　日課というより、ペースというほうが適切か
もしれない。人間は生活者である以上、その生
活スタイルには 個々人のペー

スやパターン がある。それ
ゆえ、誰から決められたわけでなくても、食事や
入浴時間は各家庭や個人で自然にパターン化さ
れている。
　こうしたことが大事な視点で、ＧＨの重要な
コンセプトの１つは家庭で暮らしていた頃の生
活習慣を守って、混乱を防ぐことにある。毎日、
食事前に入浴していた方の生活習慣、夕食後に
ゆっくり過ごし寝る前に入浴していた方の生活
習慣、それらの継続を望んでいる利用者も多い
という意味だけでなく、それを思い出すことで
自らの体に染み込んだ生活パターンを取り戻し
て安定した生活につながるという意味もあるの
だ。

　朝の連続テレビ小説を何十年も欠かさず見て
いた方が、病気をきっかけにその生活習慣が崩
れた。その後、時間の認知が悪くなって見当識が
悪化してしまった。こういう方に大好きだった
朝の連続テレビ小説を見ることができるよう、
決まった時間に職員が「テレビを一緒に見まし
ょう」と誘導する。そして、それが時間の混乱を
防ぎ認知の改善につなげる、というケアプラン
があって良い。
　日課のないケアを勝手に解釈して誤解し、不
健康で混乱がいっぱいの生活をつくってはなら
ない。従来型施設でもユニットケアを取り入れ
る際、このことを誤解し、何もせずに１日中居室
で過ごしても、「それが利用者の希望だから問題
ない」としている施設もある。集団的な活動をす

べて否定する職員がいる。
　しかし、それは違う。活
動参加できるメニューは
大切で、それに参加する・
しないという選択ができ
る部分と、そのほかに選
択性があることが重要な
のだ。集団処遇は否定さ
れても、グループワーク
は生活支援型ケアの方法

論の１つに位置付けられても良い場
合がある。
　「やりたくない、したくない」ことを強要する
必要はまったくないが、断っても誘ってくれる
ことを待っている方もいる。一時的判断で拒否
する方に対し、｢心が動く｣働きかけやサービス
メニューは必要なのだ。
　心が動く働きかけをしないで、何もしないこ
とが希望や選択だとするのは「何でもできる自
由」とは別なものを生み出す。それは｢何にもで
きない不自由｣を生活の中に、はびこらせてしま
うことに他ならない。
　何より心が動く働きかけができるケアは、常
に利用者に心をかけている姿勢から生まれるこ
とを忘れてはならない。寄り添うケアとは、そう
いう意味だろう。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長

連載７

◆生活習慣、生活リズムが重要◆

〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１小規模拠点の経営者が陥りやすい落とし穴（下）～日課のないケア

◆グループワークは生活支援型ケアの1つ◆
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　「大根役者」という言葉はご存知だろう。この
意味と所以（ゆえん）には２通りの解釈がある。
　まず１つ目は、大根というものは、煮ても焼
いても食べられる。それだけでなく生でも食べ
られる。つまり、どんな料理にも使えて人気があ
る。そして、たとえ生で食べても「中らない（あた
らない）」。だから「大根役者」とは決して下手く
そではないし、一応どんな役でもこなせ、そこそ
こ人気はあるが、何を演じてもその役者が出る
芝居は「当たらない」というときに、「あ
いつは大根役者だな」という
意味で使われたという説。
　もう１つは大根は色が白
い。しかも、この白い部分は
「根」である。根が白い→根
が素人という意味で使われ
たという説。一見、下手では
ないし、人気もあり、観客受
けもまずまずの役者だが、
大事な役どころになると、肝
心な基礎がなってないから上手く演技で
きない。ボロが出る。そこで、あいつは根が素人
だから「大根役者だ」ということになる。
　ケアマネという有資格者の中にも、同じよう
に根が素人と思える実践家がいないか考えてみ
たい。
　今回の制度改正では、ケアマネジメントの質
の問題が議論された。計画されたサービスが、自
立支援に結びつく適切なケアマネジメントに基
づいていたのかという問題だ。国が導き出した
結論は、必ずしも適切なケアマネジメントが行
われていたとは言えず、過度な利用者の掘り起
こしなどサービス事業所の利益優先のケアプラ
ンがあり、自立支援につながっておらず、特に軽
度者の要介護度は短期間に重度化し、予防効果
が発揮されていないというものだ。
　そして、制度改正後の新予防給付のプラン作

成は居宅介護支援事業所のケアマネではなく、
地域包括支援センターの保健師が主体となって
行うという結果につながった問題である。
　本当にこれまでケアマネの力量不足で、ケア
マネジメントの質は低かったのだろうか。「それ
は違う」と、現場のケアマネたちは大いに怒るべ
きだ。なぜなら、国が軽度者の要介護度が短期間
に悪化した根拠と示した数値も、島根県の一部
地域でわずか7, 800人を対象とした2000年10
月と2002年10月の比較調査データにしか過ぎ
ない。後にそれ は「介護給付

費実態調査」 において、軽
度者の重度化率と中・重度者の重度化率は同水
準とされ、従来の予防や介護サービス提供では
軽度者の重症化率が高いという論拠は否定され
ている。根拠はないのだ。
　ごく一部の不適切事例が、ケアマネジメント
の平均的水準と判断されては困る。制度導入後、
地域でケアマネはなくてはならない社会資源と
して認知されており、その支援によって質の高
い生活が確保され、在宅生活を継続できている
ケースも数多い。

　しかし、そうした優秀なケアマネがいる半面、

まったく適切な支援につながっていない計画を
堂々と立てているケアマネもいる。介護サービ
ス費用の計算は得意だが、サービス利用の目的
や効果、利用者の生活がどのように変化するか
ということに関心の薄いケアマネがいることも
事実だ。
　利用者の生活支援より「今月これだけサービ
スを利用してくれることで、支給限度額に占め
る自事業所のサービス利用率が何パーセントに
なるか」という計算に長（た）けたケアマネに出
会うとガッカリする。これでは、ただのケアプラ
ンナーではないか。医者でいえば治療の技術に
欠けるが、薬の種類や値段の知識だけは豊富で、
治療にならない薬を乱発するようなものではな
いだろうか。
　こういうケアマネに出会ったら、これからは

密かに「大根ケアマネ」と呼ぶことにし
ようではないか。
　ケアマネジメントは、社
会福祉援助技術の手法の一
つである。それは高齢者の
ニーズを単なる身体的な機
能障害と、ＡＤＬに関わる
ニーズとしてとらえるので
はなく、利用者が持つ社会
的不利という観点からもと

らえ、生活障害としてその問
題をとらえることに特徴がある。

　つまり、要援助者がどのような家族環境や地
域環境の中で生活し、障害が不利な状況になっ
ていないかをも検証し、たとえ能力障害が改善
しなくても、家族や地域環境の調整で生活課題
が改善できるという視点を併せ持つものであ
る。問題や障害は、あくまで生活障害なのだ。だ
から、ケアマネジメントには生活の全体性や継
続性、個別性に目を向ける視点が必須になる。
　こういう視点や技術を持たず、お金の計算能
力がケアマネジメントの本質と考えているケア
マネになってはいないか振り返る必要がある。
もちろん、そうした専門職がいるという事実は
ケアマネの受験資格や養成過程の問題とも関連
してくるが、現場のケアマネが誇りを持ち「大根
ケアマネ」になってはいけない、という自覚を常
に持つことが重要だろう。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長

連載８

〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１「大根ケアマネ」になってはいけない
◆一部の不適切事例が
平均的水準ではない◆

◆生活の全体性・継続性・
個別性に視点を◆
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　介護保険制度導入当初、施設ケアマネと言え
ば、特に相談援助業務との兼務が多かった。しか
し、最近は専任のケアマネを配置する施設が増
えている。その流れの中で、施設ケアマネジメン
トのあり方がさらに研究されていくだろうか。
　現状では施設におけるケアマネジメントの方
法論やケアマネの位置付けが確立されていると
は言えず、現場ではさまざまな
混乱があり、施設ケアマネ
の役割も施設間格差が大
きいという問題を生んで
いる。また、ケアマネジメ
ントとサービスが有機的
に結びついておらず、施設
ケアプランが制度のルー
ルに合わせただけの机上
の空論、形式上のものだけ
になっている例も見受けら
れる。
　なぜだろう。これは施設サービスにおけるケ
アマネの役割が居宅介護支援事業所のケアマネ
ほど明確ではなく、相談員との業務区分も難し
いことに起因した問題ではないだろうか。
　ケアマネジメントは社会福祉援助技術の方法
論の１つであり、総合的援助の過程でケアマネ
ジメントの手法を用いる。そのため、知識や技術
を持ったソーシャルワーカーがケアマネを兼務
することにはそれなりに必然性があった。
　逆に、ケアマネという職種を別に配置したと
き、ケアマネジメントに特化した専門援助者と
しての位置付けはかなり見えにくくなる。ソー
シャルワーカーとの業務分掌という問題も含
め、施設の中にきちんと専任ケアマネが能力を
発揮できるシステムを構築して配置しないから
さまざまな問題が生じてくる。
　せっかく、新たな専門職を配置しているのだ

から、それはサービスの質の向上につながり、利
用者への適切な生活援助につながるものでなけ
れば意味がない。施設ケアプランも非常な手間
と時間をかけて作成しており、サービス提供に
有効なツールにならなければ無駄である。施設
ケアマネの位置付けがどうあるべきか、ケアマ
ネジメントはどう展開され、ケアプランはどの
ような視点で作成されてサービスへと結びつい
ていくべきな のかを考えて

みたい。

　ケアマネジメントは、アメリカで1970年代に
始まったケースマネジメントの考え方をベース
にしている。つまり、高齢者が何らかの生活課題
を抱えている場合、その支援について単一のニ
ーズや問題点というよりも、潜在的なものを含
めて複数のニーズや問題点を持っている援助対
象者としてとらえ、社会資源を利用者に結びつ
ける際に、窓口を一元化して各サービスの連携
を図るとする考えだ。
　そのため、日本では介護保険制度の中心にケ
アマネという専門有資格者を位置付け、ケアマ
ネが窓口となり高齢者と介護保険サービスを中

心にした社会資源を結びつける手法を用いてサ
ービスが提供される。その具体的手法は居宅サ
ービス重視の視点から、居宅介護支援事業所に
おけるケアマネジメントが中心に考えられてお
り、給付管理も含めて具体的な手順が示され、あ
る意味分かりやすい。また、制度における居宅介
護支援事業所のケアマネの位置付けも明瞭であ
る。
　一方、施設の場合、ケアマネの配置義務が課せ
られ、ケアプラン作成が義務付けられてはいる
が、施設ケアマネの位置付けとなると、ケアプラ
ンの作成主体になることが定められている以
外、他の役割は不明瞭だ。具体的にどのような立
場で、どんな業務を担うのか、という部分は分か

りづらく、その判断は各施設の
裁量に負うところが大き
い。ここに施設ケアマネの
専任像が見えにくくなる
一因がある。
　ではこの位置付けや、施
設ケアマネジメントの展
開過程を、現行の居宅介護
支援をベースに構築すべ
きなのだろうか。私はその
ことには少々疑問を持って

いる。居宅ケアマネジメントは具体的
方法論がある程度示されているといっても、そ
れは利用者の居宅生活を支援するために必要な
サービスを結びつける方法論で、必ずしも施設
ケアマネジメントの方法とは一致しない。
　むしろ、施設と居宅ではケアマネジメントの
手法が根本的な部分で異なり、それを無視して
単純に居宅ケアマネジメントの考え方を施設ケ
アマネジメントに置き換えても現場で有効な共
通手順は構築できない。基本部分は共有した考
えを持っても、手法としては別の角度から検証
する視点を持つ方が施設ケアマネの位置付けや
業務展開が明確になるのではないか。
　施設と居宅介護支援事業所におけるケアプラ
ン作成の視点の違いをしっかりと整理した上で
施設ケアマネの役割を考えなければ、現実的に
機能する方法は見つけられない。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長

連載９

〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１施設ケアマネの位置付け（上）～専任化へ向かうのか

◆能力発揮できる
システム構築を◆

◆居宅との違い整理し
役割検討が大事◆
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　施設ケアマネジメントと、居宅ケアマネジメ
ントの違いは何だろう。両者とも、利用者に対し
適切なサービスを結びつけ「生活の質」を向上さ
せる、という目的は変わらない。しかし、居宅ケ
アマネジメントは、多種類のサービスを、いかに
連携しながら利用者に適切に結びつけるかとい
う視点が重要で、サービス種類と提供事業所の
選択、利用日・時間の決定というサービ
ススケジュールの管理が基
本となる。
　つまり、まず誰が、いつ、
どのような種類のサービス
を提供するかという視点が
中心となり、個々のサービ
スがどのような内容で提供
されるか、という部分は居
宅介護支援事業所のプラン
を土台にしたとしても、各サー
ビス提供事業所が決定し、各事業所のサービ
ス計画において具体的提供内容が決まる。
　これに対し、施設ケアケアマネジメントは、誰
がこのサービスを提供するか、ということは大
きな課題になりづらい。なぜなら、利用者に提供
されるサービスは「施設サービス」という単品サ
ービスであり、そこでの暮らしをどう援助する
のかという計画で、「誰が」という部分は、ケアプ
ランによるものではなく、施設内の業務分掌や
ルーティンワークによって決まるからだ。
　その内容は、生活場面において利用者が質の
高い生活を送るために、どういう介護サービス
を受けるか、というサービス提供の方法である。
例えば、排泄介助の方法はトイレなのか、ポー
タブルなのか、オムツなのか、あるいは同じトイ
レ介助でも移乗の方法はこれで良いのかなど、
実際の介護サービス内容そのものにスポットが
当てられる。居宅介護支援事業所のプランより、

各サービス事業所のプランの考え方に近いとい
える。
　所属も内容も異なる多種類のサービスを、有
機的に結びつける視点が重視される居宅ケアマ
ネジメントの手法は、必ずしも施設ケアマネジ
メントの手法とは合致せず、施設サービスのケ
アマネジメントのスタンダードを、現行の居宅
介護支援の方法論に求めることは必ずしも適当
とはいえない。

　施設サービス計画が、利用者の生活全般、まさ
に24時間365日の生活に提供すべきサービス
や、関わり方に焦点を当てるものとしたら、どん
なサービスを提供するかという視点にとどまら
ず、サービス提供のあり方まで常に改良や方法
の転換まで及ぶ。サービスのスタンダードを変
えなくても、個別の方法を組み込む必要性も出
てくる。
　ケアプランでは何をするということだけでな
く、施設のサービス内容がこれで良いのか、とい
う部分まで踏み込まざるを得ない。そうなると当
然、ケアカンファレンスで議論される内容も、課
題に対応して目標を達成することができるとい

う視点をベースに、ケアの展開過程を精査する。
　この時、ケアマネや他職種のケアへの「気づ
き」が重要で、「気づき」がケアサービスの品質向
上につながる業務の見直しにまで及ぶ。逆に言
えば、「これしかできない」という前提でのケア
カンファレンスは、ケアプランを施設の都合に
合わせて文言化する形骸化したものにしてしま
う恐れがある。
　しかし、実際はこういう例は無数にある。その
原因は施設のシステムそのものに起因すること
が多い。ケアマネがアセスメントし、ケアプラン
を作成する上でのリーダーシップをとらねばな
らないのに、その計画を実践しようとする入り口
で、現場のリーダーシップや権限がケアマネに持

たされていないため、受け入れられない
という問題だ。現場で展開す
べきケア内容の計画なのに、
作成作業の責任だけ負わさ
れ、できることよりできない
ことの制限で、ケアプランが
機能しない。
　これでは何のための計画
か分からない。施設におけ
るケアマネ業務というもの

が、ケアプラン作成業務に偏っ
て考えられてしまうことが原因として挙げ

られる。ケアプランはケアサービスの展開過程
に必要なツールであり、それを作成する施設ケ
アマネがケアプラン作成と（モニタリングを含
めた）チェックの専任者という位置付けだけで
終われるはずがない。
　実際に介護業務や看護業務に関われという意
味ではなく、ケアマネ業務がケアプラン作成作
業だけでなく、トータルに利用者を援助する過
程で、ケアマネジメントという社会福祉援助技
術を使いこなす専門職として位置付けられる必
要がある。専任ケアマネを置く場合、この点を明
確にし、ソーシャルワーカーとの業務分掌も明
瞭にしなければ、専任化がかえって現場に混乱
を生む。ケアマネを専任配置さえすれば、サービ
スの質が上がるというのは幻想に過ぎない。適
切なシステムの中に専任者を配置する視点が不
可欠だ。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長

連載10

〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１施設ケアマネの位置付け（下）～居宅ケアマネジメントとの違い

◆実際のサービス
内容が焦点に◆

◆『プラン作成作業』への
偏り解消を◆
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　当施設は特養とショートを合わせると定員
112人で、大規模施設に属している。つまり、集
団的処遇が行われている施設として批判的にと
らえられることの多い施設形態だ。利用者一人
ひとりの思いが達成できるケアサービスとは、
できる限り援助者が固定され、小集団に対しケ
アサービスが提供される体制が適していると言
われている。
　そこで、私たちのような既存の大規模施設で
も、グループホーム等のサービス提供方法にヒ
ントを得て、ケアの単位を小グル
ープ化するグループケアの
方法を取り入れている。ソ
フト面で、できる限り小規
模施設の方法論の良いとこ
ろを取り入れようとする試
みである。
　そうした取り組みの中
で、以前とは異なったさま
ざまな考え方が生まれてく
る。例えば、ある日４人の方が居
酒屋に出かけるということになった。もち
ろん夜である。
　つい最近まで、居酒屋に行きたいという希望
があれば、どうせなら皆に居酒屋気分を味わっ
ていただこうと、焼き鳥などを施設で作って、園
内を居酒屋風に飾りつけた行事を行ったもの
だ。しかし、それは単に、施設側が利用者の希望
に最大限応えたという自己満足を味わうもので
しかなかったのかもしれない。
　利用者が本当に求めているのは行事ではな
く、たまには昔のように外出して居酒屋で焼き
鳥を食べたい、という生活そのものの希望だっ
たのだ。そうした希望を施設内の行事という形
に置き換えてしまうことは、場合によって「施設
にいれば、居酒屋に行くなんていうことは無理
だ」というあきらめ感を利用者に与えてしまっ
ていたのかもしれない。

　そうした反省に立つと、利用者の思いを実現
することには意味がある。ただし夕食時の外出
だから、付き添う職員の問題がある。施設の中も
人手が余っているわけではなく、なかなかいつ
も希望には応えられないのが現実だ。

　今回、この希望にはケアワーカーから「勤務外
のボランティアで対応したい」との提案があり、
そうすることで実現した。しかし、私はこの考え
について少 し疑念を持

ち、発案の段 階では否定的
な意見を出した。「ボランティアといっても、そ
れはどこかで強制的要素が生じかねないし、結
局、義務的なものになってしまわないか？」「そ
ういう状況では今後、同じ希望が出てきても続
けられないだろうし、業務の範疇（はんちゅう）
でできないことは無理ではないか」と思った。
　ところがこれに対し、職員から他の行事で学
生や婦人団体にボランティア依頼をすることも
多く、その際、たくさんの地域住民が施設の手
伝いを無償でしてくれる。自分たちもそうした
方々と同様に業務以外で施設の手伝いをするの
は何が悪いのか、と言われた。
　「ギャフン!!」。返す言葉がない。
　これは誰から命じられたわけではない職員の

意識や、思いから生まれたサービスの方法だと
いうことが背景にある。
　普段、利用者と職員の日常会話の中で、「今度
一緒に飲みに行きましょう」という社交辞令的
会話が出る。本当に行きたい場所に自由に行く
ことができる職員等に対し、「うらやましいね」
という利用者の気持ちが察せられ、何とかその
気持ちに応えられないかという現場の職員の思
いが「何をどうすればできるか」という考えにつ
ながり、その方法が自分たちのボランティアと
いう結果となった。「次もできるか」と否定する
より、今の思いを実現することの方が大事だと
考え直した。
　当施設はユニットケアの施設ではないが、そ
の体制にできるだけ近づけようと施設内を４つ
のグループに分け、職員を固定的に配置しケア
サービスを展開している。勤務時間も各グルー

プで異なり、サービスの方法にも
ケアワーカーの主体性をあ
る程度持たせ、日課活動な
どもそれぞれのグループで
決定している。
　そういう現場の介護職員
の自主性から、さまざまなア
イディアが生まれてくる。そ
れがすべて適切なものとは
限らないし、施設長やその他

管理職、ソーシャルワーカーな
どがある程度コントロールすることも大

事だ。しかし、それらのアイディアに含まれる職
員の思いを感じ取って現場のモチベーションを
維持することも、質の高いケアサービスの展開
には必要で、できる限り現場職員と話し合いな
がら多様な可能性を模索している。
　振り返れば私の当初の考えは「今後、同じ希望
が出てきても続けられないだろうし」というネ
ガティブな部分を前面に出し、できることより
できないことから考えてしまう、という最も悪
い考え方だったと思う。
　まず、できることはやってみる。できなけれ
ば、別な方法を考える。できることを少しずつ増
やす。この視点が大切で、こういう場合はできな
いから今回もしないというのは、平等の思想で
はなく悪平等の思想だった。
　現場職員から学ばされることは多い。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１施設サービスの重要な視点～個別の思いへの対応

◆「希望に最大限応えた」
施設側の自己満足◆

◆いまの気持ちを
実現することが大事◆
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　前回、施設利用者の外出をテーマに述べさせ
ていただいた。誤解してほしくはないが、外出
自体は｢特別なこと｣ではないし「行事」でもな
い。施設に入所しても、利用者は地域の一員と
してごく当たり前に外出するという生活が日常
的にあることが大事だ。
　身体の障害などによって移動手段をはじめ何
らかの援助が必要な高齢者には、外出のお手伝
いをする支援者が必要というだけの話である。
その支援体制をどのように組むか工夫しなけれ
ばならないが、日常の中でその時々に担当者が
随時決められて実行できれば良いし、日頃から
リスクマネジメントがしっかりで
きていれば、特別な体制を
敷かずに外出できる方が利
用者にとっても良いことだ
ろう。
　そこに、支援する職員の
思いやアイディアが生かさ
れることが大切だ。一方、
「行事」ということを考える
とそれは非日常の世界であ
り、意味が少し違ってくるので
はないかと考えている。
　そもそも、施設に行事が必要なのだろうか。
内容は別にして、それはあっても良いと思う。
個別ケアが大事だから集団的なイベントがまっ
たく必要ない、ということにはならない。人の
生活には「日常」から少し離れたところにある
「非日常」的なエピソードが時には必要で、それ
が生活に潤いを与えることにもなる。
　人はパンのみで生きているにあらず。楽しみ
ごとが過去の生活習慣や、その国や地域の風習
に即して考えられていくことは決して無駄なこ
とではない。それが一人ひとりの利用者にどの
ような意味があるのかという視点が重要で、企
画された行事への参加の選択性が保障されなけ
ればならない。

　ところで、最近他施設の方から「利用者の喜
びと、企画する職員の考え（喜び？）の差に少々
悩んでおります」という話を聞く機会があった。
それは、行事を行っていれば何か良いサービス
をしていると勘違いしてしまう問題であり、生
活ケアと関連しない部分で行事が考えられてし
まうことから生じる問題だ。行事にする必要が
ないサービスまでも特別なこととして行事化し
てしまうことが、生活者としての利用者の日常
から離れたものになってしまう問題だと思う。
　例えば、当 施設でも誕

生会などは、 つい数年前ま
で絶対なければならない行事で、それもひと月の
誕生者をある特定の日にまとめて祝うものだっ
た。アトラクションを見ながらご馳走を食べる
ことが何の疑問もなく繰り返し行われていた。
　しかし、「これで本当に利用者は喜んでいるの
だろうか」という疑問が生じた。誕生祝いは誕
生日に行うのが普通だろうという考えが生ま
れ、アトラクションを見ることが好きではない
人もいるだろうという疑問が出された。そして、
それは誕生日に個別の方法でお祝いする形に変
わっていった。今では全体的に祝う誕生会なる
ものの方を奇異に感じる職員が多いだろう。

　また、年に一度「お祭り」を行っており、毎年
100人を超える家族やボランティアが訪れ、大
きなイベントとなっている。しかし、そこであ
る時期、おかしな現象が起きた。主役であるは
ずの利用者が会場に数人しか残っておらず、ア
トラクションが続けられているような現象だ。
　これでは何のためのイベントか疑問になって
しまう。イベント自体の必要性も問われるだろ
う。すぐにプログラムや実施方法を変えること
を検討した。行事が大がかりになればなるほど、
企画した職員や手伝っているボランティアは充
実感を感じるが、主役である利用者がどう感じ
ているかを忘れてはならない。

　行事はあくまで生活援助の延長線上にあるも
ので、50人、100人を対象にしたものには、必
ずそこにマッチしない人が出てくる。その時、

そうした方々に必要な支援が行わ
れているか、生活の継続性が
保障されているのかを考え
ていなければ意味がない。
　時として、行事に積極的
に参加しない利用者を問題
視するような傾向も見られ
る。こんなことは問題では
ない、むしろ問題視する考
え方が問題処遇だ。個人の

好みやニーズは多様なため、全
員が喜ぶプログラムなど存在しない。

　参加しない利用者にも適切な生活支援が行わ
れ、負担感を感じさせないことが重要であり、イ
ベントの成功、不成功なんて二の次、三の次で良
い。というより、その成功、不成功を「大きな行事
を行った」という職員の充実感や満足感で判断し
ないことが大切だ。そんなことは意味がない。
　すべての事柄が、生活援助の延長線上にある
ことを忘れてはならないし、生活の主役である
利用者個人がいかに「生きている喜びや充実感」
を感じられるかが求められている。行事がどん
なに大がかりに行われようが、行われまいが、そ
れは単なる生活支援の中に組み込まれる人生を
楽しむためのツールに過ぎない。ツールのため
に肝心の生活が振り回されてはならない。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１施設の行事を考える～生活の中の行事の意味

◆利用者の視点、
参加の選択性が重要◆

◆不必要なサービスを
特別化していないか◆

◆イベントの成功、
不成功は二の次◆
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　外部研修に参加すると時々、講義内容に首を
傾（かし）げることがある。保険者担当者の一
方的な思い込みによる、現場を分かっていない
講義も少なくない。昨年、ある地域でのケアマ
ネを対象にした研修がそうだった。
　その内容は、国が決めた新しい方針、ルール
が、ケアマネジメントの質の向上に直結するも
のとして、批判的精神がなく、国の考えのコピー
をそのまま現場に押しつけるもので、あたかも
ケマネジメントの質が低いから介護保険制度が
改正されたがごとき内容だ。その具
体的内容を示し、問題点を
問いたい。

　【その1】新予防給付創
設は、適切なマネジメント
が行われなかった結果に
よる部分が大きい。当保
険者が行った適正化事業
の実施年度では、要介護度
の改善率が著しかった。

　適正化事業の中身は何だろう。それは、
ケアプランの内容から不適切として抽出した計
画内容をピックアップして指導するものだ。そ
の内容は上位から①過剰サービス②過小サービ
ス③囲い込み④福祉用具購入⑤信頼関係⑥通院
等乗降介助─である。
　つまり、要介護度悪化の最大要因は、不適切
なケアプランによる過剰サービスと言いたいの
だろう。おかしいと思わないだろうか？　適
正化事業でこれらの問題を抽出したとして、直
接、要介護度の改善につながる理由がないでは
ないか。仮に、本当に過剰サービスを減らした
としても、事業実施年度において短期間に要介
護度変化に結果が現れるということはあり得な
い。給付費の無駄遣いをなくすことと、要介護
度の改善は別問題である。おそらく、担当者に

は日医総研が島根県で行った調査（12年10月
～14年10月）で軽度者の要介護度悪化率が高い
と報告され、不必要なサービス利用は要介護度
を悪化させるという国の論法が頭にあったのだ
ろう。
　しかし実際には、その調査結果は16年度介護
給付費実態調査の中で、要介護度の変化は軽度
者も中・重度者も差がないことが全国的な結果
だと報告され否定されている。過去の調査では、
過剰サービスが要介護度を悪化させるというデ
ータはほとんどない。
　むしろ、新予防 給付において懸

念される要介 護度悪化リス
クは、過少サービスである。定額報酬のサービ
スでは、利用回数やサービス提供時間の決定は、
事業所側にインセンティブが与えられているた
め、適正な回数や時間に対するチェック機能が
有効に働かないと、利用者は事業者の都合で必
要なサービスを抑制されてしまう恐れがある。
　適切なケアマネジメントに基づかないサービ
ス提供は制度の根幹を揺るがし、ケアマネの存
在意義そのものが問われることになると示した
上で、適切なケアプランと支援効果を検証する
必要はあるが、効果のないケアマネジメントが
横行していたから制度改正されたというのは乱
暴すぎる見解だ。

　【その2】今後、担当人数は減るが、ケアマ
ネさんも忙しいだろうがサービス担当者会
議は適切なケアプランに重要であり、ぜひ
実施に努めてほしい。

　サービス担当者会議の実施率の低さを、ケア
マネ自身の業務の多忙さや、怠慢に結び付けて
しか考えないから、この問題の本質が理解でき
ない。所属事業所の異なる多職種の人間が平日
の通常業務時間内にすべて参集できる機会が、
そう簡単にとれるわけがない。複数サービスを
プランに組み込んでいる場合はなおさらだ。特
に通所サービスは、サービス提供時間に職員が
配置されていないと人員基準に違反する恐れも
あり、担当人数が仮に30人でも、すべてのケー

スで半年ごとに、担当者が一堂に会し
て会議を行うというのは
至難の業だろう。
　そのため、書面による照
会を担当者会議に代える
方法が認められている。
しかし、困難ケース等では
利用者も含め、担当者がで
きる限り一堂に会して話
し合う機会を持つことは

必要だ。事業所担当者が会議
に参加しやすい運営基準上の取り扱いを

認めるなど、規制緩和を検討すべきだと思う。
そして、電子媒体などを利用した方法で担当者
会議が行えないかなど、多様な担当者会議の開
催方法を議論することも重要だ。
　また、会議が行われていてもケアマネジメン
ト技術が拙劣であれば、適切な支援はできず、ケ
アマネジメントの評価を現在の担当者会議実施
等で見るプロセス評価から、その目標達成度を
利用者のアウトカムに基づく評価に変えていく
必要があると考えている。これは非常に難しい
ことだが、今のように報酬上の評価を含めたケ
アマネジメント評価がプロセス評価である限
り、この報酬は結局、財政論に左右されざるを得
ず、ケアマネジメントの効果があるのかという
本質に迫ることなく終始してしまうだろう。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１現場の実態と乖離した保険者担当者の見識
◆新予防給付で懸念

される過少サービス◆

◆担当者会議の多様な
開催方法議論を◆
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　認知症高齢者の特徴的な行動の一つに徘徊が
ある。徘徊とは辞書を引くと「目的も無くうろう
ろ歩き回ること」で異常行動の一つとされてい
る。しかし、認知症高齢者の行動にも必ず、それ
ぞれの理由がある。目的がないなんてとんでも
ない誤解だ。徘徊と呼ばれる行動も決して無目
的ではないという理解が大事で、その個別の理
由に対し真摯にアプローチする必要がある。
　徘徊する高齢者が口にする理由の代
表的なものとして、「家に
帰る」という言葉がある。
それは施設に入所してい
る方に限ったことではな
く、自宅で生活している
認知症高齢者の方でも
「家に帰る」と外に出てし
まう場合がある。つまり、
表面的に口に出されてい
る「家に帰る」という言葉
の奥深くに隠れている、本
当の｢歩き続ける｣理由にアプロ
ーチする必要があるのだ。
　私は「家に帰る」という認知症高齢者は、「家に
帰る」という表現で、本当に自分らしくいられる
場所としての「過去」に向かって歩いているのだ
と考えている。今、置かれた自分自身の状況が
「本当の自分ではない」と感じられるから、「そん
なはずはない」と思い、本当の自分がいる場所を
求めて歩き続けるのではないだろうか。
　なぜ、そのような状況が起こるのだろう。
　現場で認知症高齢者の方々と接した経験があ
る方ならよく分かると思うが、徘徊行動のある
方が外に出ようとしたり、歩き続ける理由とし
て男女共通に多いのは「家に帰る」ということだ
が、特に男性で最も多い理由は「仕事に行く」、女
性は「買い物に行く」である。男女で一見違った
理由のように思えるが、よく考えてみると女性

の「買い物に行く」というのは、家族の食事の用
意など一家の主婦としての重要な役割である
「買い物」という意味ではないかと気づかされ
る。「買い物」は女性にとって重要な仕事で、「仕
事に行く」と「買い物に行く」は同じことだろう。
　徘徊する高齢者は、自分が一家の主あるいは家
庭を守る主婦として、それぞれに「役割」をもって
家族を支えていた。その過去に戻って歩いている
のである。今現実にある自分の姿が、あるいは自
分の置かれた状 況が、「本来の自

分の姿ではな い」と感じる
ことがきっかけで、自分が最も自分らしくいられ
た過去に頭の中の時計を戻し、それを取り戻せる
場所に向かって歩いているのだ。今いる現状を否
定したくなる現実があり、そこから逃れるために
歩いているのではないだろうか。
　だからこそ、徘徊行動は異常行動ではなく、そ
れぞれの高齢者の「混乱」や「自らの危機」の訴え
だと言える。その訴えのサインをしっかり受け
止めて寄り添わなければ、認知症高齢者はいつ
までも歩き続ける。

　誰にでもプライドはある。認知症高齢者の

方々にもプライドや羞恥心はあるのだ。自尊心
がいたずらに傷つけられるとき、抵抗するすべ
を持たない認知症高齢者は、ただ安心できる場
所を求めてさまようことになる。
　例えば、物をなくして見つけられない自分や、
なくすことを他者からなじられたり、怒られた
りする自分なのかもしれない。物をなくしたこ
とを忘れる自分は信じられないから「盗られた」
と言う。これを単なる「物盗られ妄想」なんて言
ってはほしくない。認知症高齢者が、それを否定
する現実を受け止めてほしい。
　おしっこを漏らしてしまう自分を受け入れら
れないことで、徘徊行動に結びつく高齢者も多
い。おしっこを漏らす自分は、自分自身ではない

と思う。だから、「寝ている間に水をか
けられた」とか「人におし
っこをかけられた、こん
なところにいられるか」
となる。これも妄想では
ない。自尊心の叫びなの
だ。
　このとき、失禁する自
分を受け入れられない
高齢者の前で、介護者が
失禁をなじるとしたら、
大きな声で否定するのは

当然で、暴言・暴行は不適切な介
護によってつくり出される問題だ。それは認知
症の方の問題行動ではなく、介護者の「問題ケ
ア」という見方が正しい。
　介護者の関わり方は、高齢者の精神のありよ
うに関わってくる問題だ。失禁したからといっ
て人間失格なんていうことはない。数度の排泄
失敗は、そっとフォローすれば済む。受容とは、
その方が今、どういう状況にいて、何を考えてい
るのかを共に考え悩みを共有することだ。答え
なんてすぐ見つけなくて良い。共に考えること
からすべては始まる。私たちは天使でもなけれ
ば、天使のような心を持つこともできないし、そ
の必要もない。普通の人間として、共に悩み、共
に歩み、共に生きることが大切だ。
　認知症高齢者のケアだからといって特別なこ
とは何もない。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１
◆「サイン」受け止め

寄り添うことが大事◆

◆共に考えることから
すべては始まる◆

過去に向って歩き続ける人々～認知症高齢者の理解
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　若かりし頃の失敗談である。
　Ｈさんは認知症があり、廊下へ出ると自分の部
屋が分からない。歩行も困難で車いすを利用し
ているが、上手く操作できない。
　しかし、Ｈさんは下着を汚すことがあっても、
決してオムツに排泄しようとはしない。日中は
トイレに誘導されているが、夜間、臥床時はベッ
ドサイドのポータブルトイレを使用しており、ス
クリーンで囲っている。このスクリーン
は布製のため、少々汚れが
目立ってきた。
　というよりも、長年使
っているため色あせ、な
んだかみすぼらしい。そ
の当時、施設では新たに
和風の家具調ついたてを
購入していた。「これＨさ
ん、気に入っていただけ
るのではないか」。そう思
った私は早速、Ｈさんのお
部屋を訪ね「どうですか、このついたて
素敵でしょう。新しいし、今のものを取り替え
て、こちらを使いませんか」と提案した。
　日頃、私を気に入ってくれているＨさんは（施
設では容姿端麗でなくても、若い男性職員という
だけで女性入所者の方々には人気が得やすい）、
ニコニコしながら「ありがたいことだねえ」とう
なずいた。私としても「気に入ってくれた」と得意
顔で新しいついたてを立て、担当ケアワーカーに
引き継いだ。このとき、私は担当ケアワーカーの
少し心配そうな表情を見逃していたようだ。
　事件は、その夜に起こった。
　Ｈさんが興奮して寝てくれないのだ。「ここは
自分の部屋でない」という。何のことはない、新し
いついたてがＨさんの混乱要素になってしまっ
ているのだ。幸い、夜勤のケアワーカーの機転で、
ステーションでしばらく過ごしている間に、元の

スクリーンに替えることで落ち着きを取り戻した。
　大事には至らなかったが、Ｈさんの生活環境や
生活スタイルに介入する際、私の配慮が足りなか
ったことで生活障害をもたらしてしまった。こ
の原因はＨさんの「問題行動」ではなく、私自身の
「問題対応」だった。Ｈさんが本当に望んでいる
ことは何か。Ｈさんの立場で考えることなく、自
分の価値観を押し付けてしまった失敗である。
　翌日から、あんなに慕ってくれていたＨさんの
私に向ける眼 差しには厳し

いものがあっ た。短期記憶も
衰えているはずなのに、「何か自分にとって嫌な
ことをした奴」と認識して覚えているのだろう。
その後、Ｈさんと元の関係を取り戻すため、毎日、
大変な努力に数カ月費やすことになった。
　関係を築くのは難しいが、壊すのは一瞬だ。認
知症の方に対しても、何を望んでいるのか、その
方の生活に即して考えなければならない。それ
が認知症ケアの視点で大切だと言われる｢寄り添
うケア｣なのではないだろうか。四六時中、付き
まとっているのが寄り添うケアではない。

　｢寄り添う｣ことを考えた時、人間関係というの

はあまりに濃密になりすぎると息が詰まること
があり、一人になる時間や場所が絶対に必要だと
いうことにも配慮しなければならない。寄り添
い方では、寄り添っていることを気づかれないよ
うに見守ることも大切だ。
　そこでハード面の工夫として、援助者の動線を
短くする工夫が大事だとされてきた。しかし、そ
れがあまり極端過ぎ、介護者の目の届く範囲のス
ペースでケアサービスを完結させてしまおうと
すると、その動線から外れる利用者の行動を「問
題行動」、あるいは「落ち着きがない」ととらえて
しまう可能性がある。
　それは違うだろう。それはケアサービスの提
供側の都合にしかすぎないことを忘れてはなら

ない。「座ったきり高齢者」をつくり出
すケアではないのだから、
共用スペースに静かに
座っている高齢者に対
しても、それが「利用者
の意思に反した行動制
限」ではないか、という
意識を常に持って介護
サービスを提供する責
任がある。
　ユニットケアの中で、
共用スペースに常時いな

いと「ひきこもり」と判断されたのでは
かなわないのだ。一人ひとりの生活の個別化が
できてこそのユニットケアではないか。
　また、動線を短くすることで職員の動きの流れ
が止まる、という現象もしばしば起こる。認知症
の方の行動はパターン化できるものではなく、自
然な流れと動きというのは必要なことが多い。
動線の短さが職員の動きを止めることは、気の配
り方も滞るという意味だ。これが最も危険なケ
アスタイルを生み出す。私たちはそのことにも
きちんと配慮して、日頃のセルフチェックに努め
なければならない。新たにユニットケアの施設
をつくる際には、職員の動きの便利さだけに目を
向けた設計ではなく、死角的なスペースの確保
や、あえて動線が広がるようスペースを配置する
考え方があっても良いのではないだろうか。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１認知症の方から教えられたもの
◆高齢者の望み、
生活に即したケアを◆

◆動線の短さが職員の
気配り滞らせる危険性も◆
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　ホームヘルパー養成講座などの講師として、
「相談・援助」の講義を行うことがある。しかし、そ
の時間はわずか２時間程度だ。
　もちろん、バイスティックの７原則や、自己覚
知について話をする時間は別にとっている。しか
し、いかんせん限られた時間の中であり、基本原
則しか伝えられない。そのとき考えなければなら
ないことは、短い時間で相談援助技術や面接の技
法を説明する際、気をつけなければ「説得術」と間
違えて理解されてしまう恐れが多分にあ
るということだ。
　場合によっては、相談を受
けているのに相談者の発言
をすべて否定的にとらえ、
考え違いを指摘して自らの
価値観を押し付けることが
相談援助の目的であるかの
ように勘違いしている援助
者がいる。相談者は相当な
覚悟で悩みや不安を打ち明
けるが、結果は「お説教されて
終わった」ということであっては困る。
　実際に福祉や医療の現場でも、それに似た状況
は数多く見られる。しかも、必ずしも援助者に悪
意があってのことでなく、知識と技術に欠けてい
ることが原因で、善意による説得になってしまう
ことが多々ある。
　障害や病気を抱える方々が自ら持つ不安や悩
みを、心の叫びとして施設や医療機関の職員に訴
えた時、それを｢持つ必要のない感情や悩み｣であ
るととらえ、一生懸命｢そんなことを考えなくて
良い｣と励ますことがある。しかし、悩みや苦しみ
というものは、理屈ではそんなことを考える必要
はないと分かっていることでも、不安になってし
まう感情だ。
　論理的に、それが間違った感情だと説明されて
納得できるものではない。そのような感情を持つ

こと自体を否定し｢励ます｣ことは、相談者の訴え
に対する善意の｢評価と抑圧｣でしかない。大事な
ことは、否定的感情であっても、理由のない悩み
であっても、相談者のそうした感情に｢受容と理
解｣の態度で対応することだ。
　｢そんな感情はおかしい｣という審判的態度は必
要ではない。この理解的態度という幹がないと、枝
葉である援助技法は無意味なものになってしま
う。答えを出すのは援助者ではなく、相談者自身で
あり、私たちはその手助けをするという相談援助
の本来の目 的を忘れては

ならない。

　ヘルパー養成のテキスト内容を見ると、面接技
法に関連してカウンセリング技術が取り上げら
れ、①傾聴の技法②励ましの技法③言い換えの技
法④要約の技法⑤質問の技法⑥明確化の技法⑦
積極技法─などが挙げられている。
　これが問題だ。ソーシャルケースワークの原理
原則をしっかり理解せず、面接場面の技術にとら
われてしまうと、利用者の声を聞く、声なき声も
聞く、という相談援助の本来的意味を忘れ、聞く
より先にしゃべりたがる援助者を生んでしまう。

　ヘルパーの面接場面に限らず、私たちの面接場
面は面接室で行う場合に限らず、別な援助を行い
ながらや、何気ない生活場面の中で急にそうした
場面に切り替わる、という状況が極めて多い。そ
の時、求められていることは「答えを示す」ことで
はなく、「とりあえず訴えに耳を傾ける」ことで、
「話す」ことより「聞く」ことだ。
　だから、前述したテキスト内容にしても、いか
に聞くことが大事であるかを述べた上で、技法と
しての「傾聴」ではなく、真摯に援助に当たる立場
として、あるいは人と向かい合うときの基本姿勢
としての「傾聴」が重要になる。
　極端に言えば、「傾聴」のない技法は邪魔者以外
の何ものでもない。傾聴できる態度が身に付いた
時、改めて技法の理解に努めても遅くはない。援

助者と相談者という関係に限らず、私たち
の日常生活の中でも３つを聞
いて10を理解する、という頭
の良い方がいる。人に質問し
て、答えを完全に示していな
いのに結論を理解してしま
うタイプだ。
　合っていることもあるし、
間違っていることもある。し
かし、このタイプが援助者で
あってはたまらない。相談者
は、援助者の価値観を聞いて

いるのではなく、自分自身の訴えを聞
いてほしいのだ。
　友達から恋愛の相談を受けて何も答えられず、
相槌さえ打てなくても、「聞いてくれてありがと
う」と感謝されるような経験を持つ方は多いので
はないだろうか。
　面接を単に職業的、専門的な技術としてとらえ
てもらっては困る。それは真摯に人と向き合う姿
勢が大切で、必然的に受容と理解の態度が求めら
れてくるが、その前提は「人の話を聞く」ことであ
ることを忘れてはならない。
　相談場面で相談者より、援助者である自分自身
がより多く話していないか、気を付けた方が良い。

※「相談者」は相談をする側、「援助者」は
相談を受ける側

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１面接の技法～理解的態度を生む傾聴

◆援助者は多く
話していないか?◆

◆答えを出すのは
相談者自身◆
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　登別市と室蘭市の地域ケアマネ組織は、３年前
から年１回合同で、室蘭市医師会と定期連絡会を
開いている。きっかけは、15年のルール改正で居
宅介護支援費に担当者会議未実施減算規定が導
入され、医師の会議参加の問題が生じ、会議に代
わる照会の適切な情報提供のあり方等が問われ
たことからだ。幸い医師会にも協力的に対応して
いただき、協議の場を設けることができた。
　介護保険制度に理解があり、ケアマネに関心を
持つ医師もおられるが、実情とし
ては制度やケアマネの活動
に全く無関心な方々も多い。
協議の場で医師からは▼日
頃ほとんど話し合う機会も
なく、医師の意見書も一方的
で、ケアマネを含めた介護の
実態が医師側にほとんど伝
わってこない▼もっと積極
的に相談してほしい▼主治医
意見書にリハビリを重視してほしい内
容を記載してもケアプランに反映されない▼ケ
アマネの活動拠点が分からず、連絡できない▼利
用状況の定期的連絡があっても良い─などの意
見が寄せられた。
　耳の痛い意見でも、見当違いの意見でも、意見
を述べてくれる医師は、それなりにこの制度上の
ケアマネに関心を持ってくれているということ
であり、それが連携の第一歩である。これは大事
にしなければならない。
　しかし、残念ながら医療機関から退院した方
や、外来で医療機関に通っている要介護者等を
「地域ではケアマネに任せておけば安心」と考え
ている医師は、あまり多くないのが現状だ。医師
会とケアマネ会の協議の場から両者の風通しを
良くすることのみならず、ケアマネ自身がもっと
地域になくてはならない存在感を、ケアマネジメ
ントの結果として示す必要があるだろう。そうし

た中で、ケアマネが医師から頼られる社会資源と
して認知され、両者の連携が自然ととられていく
可能性がある。
　連絡会の実績として、サービス担当者会議の重
要性を医師にも理解していただくきっかけにな
ったケースや、地域共通の「かかりつけ医への連
絡書式」作成などがあるが、地域内での周知はま
だまだ不十分で、これからの活動継続が大事だ。
　昨年11月に行われた３回目の連絡会は予定時
間の２時間をオーバーして、熱心な意見交換が行
われた。医 師の意見

書に必要な 情報から始
まり、情報提供書の必要性や、医療系サービスを
ケアプランに位置付ける際の医師との連絡方法、
連携・協力の方法など、多岐に渡り活発に意見交
換できた。

　一方、ケアマネ側にもさまざまな意見や不満が
ある。
　例えば、医師によっては最初からケアマネのコ
ンタクトを理由なく拒否するケース、連絡するだ
けで迷惑がるようなケース、総合病院の医師と
の連絡のとりにくさなどが挙げられた。それに対
し、医師会側からは、どれも前向きに取り組んで
いただける姿勢が示された。少なくとも「それは
無理だ」というネガティブな姿勢でないことがあ

りがたい。
　ただ、この協議会に参加している医師の方々
は、制度やケアマネに対する知識、理解のある方
が多い。しかし、地域の中でケアマネの存在に無
関心な医師も多く、むしろそちらが多数派だ。こ
の状況で私たちケアマネにできることは何か。
　医師側からは「自分が意見書を書いた利用者
に、誰がどのようにプランを立てて、どのような
サービスが提供されているのか介護の実態が分
からない」「誰が担当者かということだけでも連
絡がほしい」という指摘があった。これは重要な
視点を含んでいる。
　ケアマネにすれば、プランに医療系サービスを
組み込んでいない場合、主治医に全くコンタクト
を取らず、意見書だけ参考にしているケースも

多いと思う。しかし、制度をよく知
らない医師であっても、数多
くの意見書を書いている。
　仮にすべてのケアマネが、
初回だけでもプランを立てる
ことになった利用者の、医師
意見書の記載者たる主治医に
何らかの形で連絡をとったと
したら、医師とケアマネの接
点はかなり増える。別にプラ

ンの説明ではなく、挨拶程度で良い。医
師会側からもそれは好ましいという意見をいただ
いた。たとえ一方通行の連絡でも、時には迷惑がら
れても、ケアマネに無関心の医師がその存在を意
識してくれるきっかけになるのではないか。それ
が連携の第一歩となるのではないだろうか。
　ケアマネ会と医師会が定期協議しているから
といって、目の前の状況が劇的に変化するわけで
はなく、その関係は針で開けた小さな穴のように
か細い。しかし、医師とケアマネの定期協議の場
を持つ地域はそう多くない。
　この針の穴の先に、新たなケアマネの可能性が
見えてくるかもしれない。これを広げることがで
きるのは、現場のケアマネ一人ひとりの活動で、
会はそれを支援する必要がある。
　そして、その向こうに見えるものは、利用者の
笑顔であり、すべての方が幸せに生活できる地域
社会であり、この国の未来であってほしい。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１ケアマネと医師の連携の模索

◆接点持つ努力が大事◆

◆定期連絡会開き、
意見交換◆
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　特養は生活施設である。その主題の先には終
生施設としての社会的使命を背負っていること
も意味し、「最期まで安心して生活できる場」で
あることが必要だ。当然、ターミナルケアがその
延長線上にあり、各施設で実践されてきた。そし
て、４月の介護報酬改定で「看取り介護加算」と
して、その取り組みが評価された。
　しかし、それは同時に特養における「看取り」
体制の標準化が図られた、という意味でもある。
加算ルールの中に、看取り介護計画の作
成義務があり、計画は利用者
または家族から同意を得る
ことが必要になっている。
ここにある問題が潜んでい
る。このことを検証したい。
　当施設では４月以降、看
取り介護の対象ケースが３
例あったが、いずれも施設
で看取り介護を行うこと
と、そのサービス内容の同
意者は本人ではなく家族だった。お
そらく、全国的に多くの施設で行われている看
取り介護の同意者のほとんどが家族だろう。そ
うすると、いずれこのことに対し、異議を唱え、
非難の声を挙げる関係者が現れてくる。
　その非難とは、看取りの対象者は意思表示や
自己決定が困難な認知の悪化した対象者だけで
なく、意思をしっかり表明できる対象者も数多
く含まれているはずで、終末期にどこで過ごし、
どのような介護を受けるのか本人の意向が反映
されず、家族だけが決めているのは不適切だ。本
来、死に行く場所、受ける介護や看護の内容は本
人だけが選択できるものだ、という声である。
　そのとき、現場の私たちはどう答えるのか？
　意思表示できなくなった状態でも、入所者が
日頃から希望していた終末の希望は十分理解で
きており、その希望に最大限沿った方法を家族

と話し合って決定している。認知症の方もその
方の代弁者として、自己決定が困難でも日頃か
ら希望を把握し、その意向に沿う形で看取り介
護計画を立て実践している、という答えになる
だろうか。

　私はそれ以前に、本人から看取り介護計画の同
意を得ること自体、疑問を持っている。いや、む
しろ否定的だ。
　

　この場 所で、なじ
みの職員に介護を受けて、最期を看取ってもらい
たいという希望を確認しておくことは大事で、
それを否定するものではない。私たちは常日頃、
そうした意向の把握に配慮していなければなら
ない。それは不可欠であり絶対条件だ。
　しかし、この施設で看取ってもらいたいとい
う方に対し、「いよいよ貴方の命は医学的知見か
ら判断して、終末に近づいています。ですから、
このような方法で看取りの介護を実践します。
心をこめて安らかな死を迎えられるよう援助し
ます」と説明したとき、対象者は自分の死期が近
いことを、ショックなく受け入れられるだろう
か？
　これは、死の告知、そのものではないか？

　将来的に施設で終末期を過ごしたいというこ
とと、今まさに終末期であることを告げて受け
入れることとは、まったく意味が異なるのだ。実
際はそうした告知を経ず、終末に臨んだ方が幸
せというケースが多いのではないだろうか。
　あるがん専門医の方とお話ししたとき、心に
残っている言葉がある。「告知をすることが良い
か悪いか、僕には結論が出せない。告知すること
で問題になることもあるし、告知しないことで
問題となることもある。患者さん本人が希望し
ている方法で、希望する通り告知を行っても、そ
れは同じだよ」
　作家・吉村昭氏の小説で「冷い夏、熱い夏」（毎
日芸術賞受賞）という名作がある。自分の最愛の
弟を末期がんで看取る際、最期まで告知を希望

する弟に「治る」と嘘を貫き通した吉村氏
は小説の中で、欧米ではがん
の告知により残された時間
を有効に使うという考えが
あり、それに賛同する意見
もわが国においても多くな
っている。しかし、自ら告知
を希望する本人が実際にが
んに侵されたとき、告知さ
れたことで精神的ショック
を受けないとは限らないと

述べ、「日本人と欧米人では死と生に
対する観念が異なる」としてさまざまな例を挙
げている。
　そして、死病であることを伝えれば「患者は激
しい精神的衝撃を受ける」「それよりあくまでも
隠し通して死を迎えさせるほうが好ましいので
はないか」「それを情緒的といわれても良い、そ
れは私たち日本人に染み付いたものだ」として
いる。
　がんの告知などは、どちらが良いか答えを出
せるものではないが、少なくとも看取り介護を
行う際、その計画の同意を得るために、本人へ死
に至るであろうという宣告が必要だとは思えな
い。
　看取り介護計画の同意は、家族から得ること
の方がベターだと考え、あえて本人にその同意
を求めないことが不適切とは思わない。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１看取り介護加算の算定ルールに潜む問題～同意と死の告知

◆本人から得ること
自体に疑問も◆

◆「家族」の場合に
異議出る可能性◆
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◆症状理解し、介護方法工夫を◆

　医師や療法士の皆さんはよくご存知だろう
が、介護の現場で意外と知られていない脳血管
障害後遺症の症状の一つに「左半側空間失認」が
ある。「左半側空間失認」とは脳の高次機能（知
識に基づく認知的な脳の働き）障害で、脳の右半
球損傷後に起こる場合がほとんどだ。左片マヒ
の人に多い症状であり、対象者の左側が見えて
いるにもかかわらず認識できない、見えている
のに意識に上らず結果的に見落とす、と
いう症状である。
　写真をご覧いただきた
い。これは私が「左半側空
間失認」を疑った女性利用
者に対して行った簡易テス
ト（画用紙にりんごの絵を
３つ並べ「塗り絵をしてみ
ましょう」と色を塗っても
らっただけだが…）の結果
である。
　これほど典型的に症状がテスト
結果に出る例も珍しいが、ご覧のように一番右
端のリンゴは、ほぼ完全に色が塗られているの
に、真ん中
の林檎は右
側３分の２
しか色が塗
られておら
ず、左端に
いたっては右部分の一部しか色が塗られていな
い。つまり、彼女にとって自分の体の左側の物
は意識できない状態なのだ。
　私が彼女の「左半側空間失認」を疑ったのは、
彼女が食卓テーブルにつく際、テーブルに対し
まっすぐに着席できなかったからだ。車いすを
健側の手と足を使って上手に動かし、移動には
問題がないにもかかわらず、テーブルに着く際

に曲がってしまう。
　しかも決まって左側が先にテーブルに触れ、
右側が入りきらない状態で、右側向きに曲がっ
て着席する状態になる。最初は性格の問題か
な？　と思ってしまったが、どのように声かけ
しても上手くいかない。
　これは、左側のテーブルが意識に上がってこ
ないため左側のテーブル位置が分からず、右側
だけの意識でテーブルにつこうとするから、自
分の左部分が 先にテーブル

に ぶ つか って動け
なくなるためだと思われる。思い合わせて考え
ると、彼女は認知にまったく問題がないのに、時
折ボーッとしていることが多いし、無気力と見
られがちだ。
　しかし、これは「左半側空間失認」の典型的症
状である。「左半側空間失認」がある方の状態例
として、右を向いている、話しかけてもとりとめ
がない、何だやる気がなくて…、と誤解を招きや
すいことがよくある。
　高齢者の場合、厄介なのはこれを気力の衰え
や物忘れ、認知症などと誤解し諦（あきら）めて
しまうことだ。他者から偏見の目で見られる可
能性もあるが、性格的な問題でも気力の衰えで
も認知症でもない。

　前述した女性の場合、封を切って渡した薬を
食後、自分で飲むが飲み忘れがある。それは決
まって、薬をお盆の左側に置いた時で、右側に置
くことで防ぐことができる。
　例えば、自力で食事をしているのに副食を１
品しか食べない、あるいは主食しか手を出さな
いなどの方で、左マヒがある方は「左半側空間失
認」を疑ってもらいたい。単に、食器の位置を工
夫することで改善する例があるのだ。また、食器
の位置だけでなく、皿でも皿の右側に置かれた
副菜は食べるが、左に添えられたポテトサラダ
にはまったく手を出さないという例もある。そ
の他にも、視力に問題がないのに左側を歩いて

いる人にぶつかるなどの症状がある
場合、認知症と間違えず、そ
の方の移動の際には環境
整備も含めて左側に注意
するなどの配慮が必要だ。
　介護の現場職員がそう
した症状があることを知
っておくだけで、ケアに生
かせることは多い。このよ
うな方へのコミュニケー
ションも、相手の右側に立

つことでよりスムースになる。
　食事介助が必要なら、なおさらだ。箸やスプ
ーンが対象者の左側から伸びると口が開かな
い、何かの拍子に口を開けた際、食事を口に入れ
ると誤嚥しかねない。意識できる側から（右）し
っかりコミュニケーションをとって誘導すれ
ば、自立できる部分は多いのだ。ぜひ、このこと
を覚えて意識し介護に取り組んでほしい。
　しかし、「左半側空間失認」という難しい言葉
を覚える必要はない。「ふぞろいの林檎症状」と
でも言い交わし理解していただければ、「左半側
空間失認」の方の行動理解と適切なケアサービ
スにつながる可能性は大きい。「認知症」ではな
く、左側が意識されていないのではないかと考
えるだけで、さまざまな介護のアイディアが生
まれるはずだ。介護の現場に必要なのは、まさに
想像力と創造力なのだから。

特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
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〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１ふぞろいのリンゴたち
～左半側空間失認を見逃してはならない
◆左片マヒの人に

多く見られる◆
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特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１死と向かい合いながら考えたこと

　いろいろな死がある。高齢者の死もさまざまだ。
天寿を全うした安らかな死もあれば、予期せぬ死
もある。制度の狭間（はざま）で起こる介護問題と
関連する死もなくならない。
　昨年11月7日、福井県で認知症の妻と共に使われ
なくなった火葬場の焼却炉に身を投じ、自ら命を
絶った高齢者夫婦の死は何ともやりきれない。夫
は財産を市に寄付するなど、生前から妻
と共に死に行く準備を万端整
え、葬送曲として車からクラ
シックをエンドレスで流し、
火を点じたものと思われる。
　このニュースが全国紙な
どで報じられた時、福祉関係
のインターネット掲示板の
書き込みの中に、覚悟の自殺
だから選択肢の一つであり、
個人の意思だから気の毒が
ったり、悲惨さを感ずる必要はない、と
いう意見があった。とんでもないことだ。
　死しか選択肢がなくなるまでの、人間の心の葛
藤は、「個人の自由な選択」で片付けられる問題で
はない。この夫にとって、認知症の妻の介護をし
ながらこの世で生きることのつらさは、死の恐怖
より大きなものになったという事実を、私たちは
痛ましく感じなければならない。
　こうした「死」に対し、心を震わせることのない
感性の持ち主が「人の生き様」に関わる職業には就
いてほしくない。心の平安を、生きているこの世
に求めることができず、浄土に救いを求めざるを
得ないような「死」が増えるとしたら、この社会と
は何と貧困な社会なのだろう。少なくとも私たち
は、そんな社会にするために生きているわけでは
ない。人の命は崇高なものだ。そして生きること、
生きる場所としての、この世の中を崇高な命が輝
ける場所にしないで、他に何が優先されるという

のだろうか？
　私たちは、制度の光が届かずに死を選択せざる
を得ない人々が存在することを認識する必要があ
るし、人を救うことができる制度にするためのア
クションを忘れてはならない。介護問題を、すべ
て政治や制度に原因を求めることは正しくない
が、ただ一つ聞いてみたいことがある。時の為政
者は、こうした「死」があることを、どう感じている
のだろうか？

　特養にも「死」と向き合わなければならない瞬間
が数多くある。利用者が施設で亡くなるだけでは
なく、利用者の家族が病院や家庭で亡くなられる
時もある。
　「父が亡くなったのですが、母には内緒にして
おいてください。ショックを受けるのもかわいそ
うですし…」
　高齢者施設に勤めている方々なら誰しも、こう
した「お願い」をされた経験が１度や２度はあるだ
ろう。確かに、利用者の中には、連れ合いの「死」の
意味さえも理解ができない重度の認知症の方もい
るだろうし、体調が優れず、精神的ショックが心配
される状態の方もいるだろう。しかし私は、ほと
んどすべてのケースについて「お気持ちは分かり

ますが、もう一度よく考えてください。きちんと
事実を伝える方が良いと思います」というように
伝えている。
　長年、夫婦として連れ添ったパートナーを亡く
すショックは計り知れないが、それにも増して、自
分の最も身近で大切な人が亡くなられた、という
重大な事実を知らされないショックの方が大きい
と思うからだ。そして、どのような状態の方でも、
それを知ることは必要なことであり、誰にもそれ
を隠す権利はないと思っている。
　ご家族と共に悲しみを共有し、できればご一緒
に故人をお見送りするということは大切なことで
はないだろうか。認知症の方でも、精神的に落ち
込むことが多い方でも、重度の身体障害を抱える

方でも、その権利はあるのだ。
　一般社会では、どうだろ
う。おそらく連れ合いの「死」
を知らせないということは
あり得ない。なぜ、入院され
ている方や施設入所者に限
って、これを「当たり前」とす
る風潮があるのか、不思議な
ところである。落ち込みの
激しいＡさんは、確かに夫の
死にショックを受けた。し

かし、不自由な体で喪主を務めあげたこ
とを非常に喜ばれていた。亡くなられた旦那様も、
きっと喜んでくれただろう。
　葬儀が終わって数カ月後に事実を知らされ、息
子を激しく罵（ののし）ったＢさん。葬儀に出ら
れる状態ではなかったけれど、知らされなかった
ことに憤りを感じたんだよね。
　「じゃあ、何かあったら施設が責任をとってく
れますか？」
　これには参る。人間の感情の揺れや、起こる事
態は予測がつかない。しかし、それでも私は「その
後の精神的なケアはできる限り行います。悲しま
れることが悪い方向につながらないという保障は
ありませんが、でも人として、やはりお連れ合いの
死を知ることは必要ではないでしょうか」と言う
だろう。
　正しくはないのかもしれない。しかし「知らな
い方が良かった」という問題ではない。

◆死を告げる意味と責任◆

◆人を救える制度に
するためのアクション◆
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特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１

　車いすの背ポケットにはティッシュペーパー
の箱や雑誌など、いろいろなものが入っている。
背中のポケットだから、自分で手を伸ばして自由
に好きなものを入れたり、取り出したりするには
少し不便だ。そこで、利用者本人がものを入れて
使うだけでなく、介護職員等が介護用品などを入
れて使っている場合がある。しかし、使い方を間
違えると、利用者のプライドを傷つける場合があ
る。
　よく背ポケットには個人専用の食事用エプロ
ンが入れてある。それから食事の際、残
したジュースや牛乳のパッ
クを一緒に入れていること
もある。背ポケットが清潔
に管理されていれば、それも
許容範囲かとは思う。
　ところが、ある日、当施設
で利用者の車いすの背ポケ
ットをふと見て、妙な違和感
を覚えた。おむつカバーが
数枚入れられている。これ
はおかしい。その時は、おむつカバー
しか入れられていなかったが、その方の背ポケッ
トにも時々、牛乳パックや食事用エプロンが入れ
られている。おむつカバーと同じ場所に、飲み物
や食べ物に関連するものを置くことに何も抵抗
ない人がいるのだろうか。なぜ介護が必要な高
齢者だけ、こんなことを我慢せねばならないのだ
ろう。
　自分が嫌なことは人も嫌なのだ、という至極当
たり前の感覚を持たなければ、介護施設の常識が
一般社会の非常識となってしまう。そうした感
覚から変な虐待だって生まれるのだ。決して、小
さな見過ごせる問題ではないと思う。こういう
場合は強く注意するが、それは感情的な叱責（し
っせき）ではない。当たり前の暮らしを支援する
ために必要な指導だ。
　働く職員のモチベーションは、品質の高いケア

を提供し、利用者に喜んでもらうことにあるので
はないだろうか。自分がプライドを持って働け
る施設とは、利用者のプライドをも尊重する施設
だと思う。

　車いすは、歩行困難な方々の移動ツールとして
非常に便利なものである。しかし、私たちがよく
間違えてしまうことは、生活すべてを車いすに乗
ったまま完結 できると考え

てしまうこ とだ。例え
ば、食堂への移動ツールとして車いすを利用する
だけでなく、食事中のいすとして何の疑問も持た
ずに車いすを使ってしまうことが多い。
　しかし、車いすの座り心地というのは、普通の
いすに比べて極めて悪いものだ。それは一般的
な車いすの座面が「座る」ことより、「折りたため
る」ことに重きを置いて作られているため、どう
しても座位時に「たわんで」しまう。だから、長時
間座位には適していないし、食事の際に座るツー
ルとしても適していないのである。
　この座り心地の悪さを補うために、クッション
を工夫して使ったりするが、これも使い方によっ
て、背もたれやフットレストとの位置関係が微妙
にずれて、介護者に気付かないところで利用者の

「座り心地」をますます悪くする場合がある。
　最近、食事などの際に、車いすから普通のいす
に移動するという習慣を作っている場合も多い
と思われるが、個別のアセスメントの中に、ぜひ、
座り心地を考慮した座位ツールの考察を入れて
もらいたい。ただ勘違いしないでほしいのは、あ
くまで個別にこれらを判断すべきで、車いす座位
のまま食事することが一律駄目だと言っている
わけではない。
　私たちの施設でも、いすへの移乗介助を勧めて
も、さまざまな理由で、あるいはその時々の気分
で、それを拒む方がいるのも事実だ。大切なのは、
その方の安楽な姿勢というものに、常に心配りが
されているか、ケアの視点にそのことが取り入れ
られているか、ということであり、過程を見ない

で結果だけを見て判断できない。
　車いすに関して、もう一つ
の問題がある。それはブレ
ーキの問題だ。移乗の際、
ブレーキがかかっていない
と危険きわまりない。これ
は何も下肢筋力に障害があ
る方のみならず、例えば、私
たちが何気なく車いすに座
り、ブレーキがかかってい
ないことを忘れて車いすの

肘掛部分をつかんで立ち上がろうと
した時、車いす自体が動いてよろけてしまうこと
でも実感できる。
　しかし、認知症の方に限らず、見当識や記憶障
害のない方でも、「うっかり」することはあるわけ
で、ブレーキのかけ忘れによるインシデントは日
常茶飯事である。
　実は介護用品として、座面からお尻が浮いたら
車輪のスポーク部分をロックする形でブレーキ
が自動的にかかる部品が市販されているが、いか
んせん値段が張る。毎年、全国で発生している、
ブレーキのかけ忘れによる転倒事故は決して少
なくないはずだ。車いすメーカーはこの危険に
もっと目を向け、車いすのスタンダードの中に、
自動ロックのシステム（一般化されれば、低価格
に抑えることもできると思う）を取り入れてほし
いと考えている。
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◆「当たり前の感覚」が大事◆

◆ブレーキの自動ロック
装備標準化を◆

車いすは誰のもの～使い方・使われ方
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特養「緑風園」  菊地  雅洋 施設長
〜新たな時代への対応〜

現場だ

１１

　改正介護保険制度に新予防給付が導入され、
新しい問題が出現している。
　通所サービスや訪問介護等の場合、予防サー
ビス（要支援者）が定額報酬になったことで、ル
ールの異なる出来高払いの介護サービス（要介
護者）とともに、１つの事業所で指定を受けて提
供する例が多い。利用者がどちらの対象である
かがサービス提供内容の違いにもなり重要な問
題だ。認定結果が遅れ、どちらの対象か分から
ないと困ったことになる。
　これについて国はＱ＆Ａ（改定関
係Ｑ＆Ａ・vol.２問52）を出し
て救いの手を差し伸べてい
る。その内容を見てみると
次のようなものだ。
１　暫定プランの場合、あら

かじめ要支援か要介護
か予測し、その対象とな
る事業者がプランを作
成しなさい。

２　仮に予測が外れて要支援となっ
た時は、居宅介護支援事業所で立てたプラ
ンはセルフプランとみなしなさい。

３　どちらの認定結果が出ても良いように、サ
ービス事業所は予防と介護の両方の指定
を受けた事業所を選んで暫定サービスを受
け、認定結果が出た後、結果による給付費を
算定して良い。

　果たして、これで問題が解決するだろうか。
　暫定プランといっても両者のサービス提供方
法は異なり、例えば介護予防通所介護における
アクティビティは、要支援者と要介護者を必ず
物理的に区分して提供しなければならないとし
ている。そのほか、予防であれば予防の選択サー
ビスの実施など、介護とは別メニューでサービ
ス提供しなければならない。認定結果が予測に
反する内容だった場合、遡（さかのぼ）って該当サ

ービスを行ったということにはできず、無理に行
おうとすれば不正請求が問われる恐れがある。
　つまり、国が認めているＱ＆Ａの取り扱い自
体が絵に描いた餅のように実効性に疑問がつく
ものだ。だからこそ、要介護１相当で予防か介
護か判断しづらいケースは、特に認定遅れによ
る暫定プランでのサービス利用という状況は避
けてもらいたい。いや、避けてもらわねば困る。
　ところが、申請はされているのに要介護認定
が遅れてサービス提供に支障が出るケースはな
くならない。もちろんその理由はさまざまで、
大都市であ れば審査会

が申請件数 をさばきき
れないという状況もあるのだろうが、当地域で
言えばその原因は保険者の怠慢でもなければ、
審査会の審査遅れでもない。多くは認定に必要
な資料がそろわない、それも主治医意見書の未
提出で審査判定できないことによるものがほと
んどである。
　なぜそう言えるかといえば、事業所としても
困るので「いつ認定結果が出るか」と担当ケア
マネを通じ問い合わせると、「意見書が出され次
第、認定審査にかけるので」という答しか返って
こないからだ。これは本当に困ったことだ。

　私も認定調査員として調査を行っていた経験

があるが、調査票の提出期限を守らないなんて
いうことはほとんどあり得ない。しかし当地域
だけでなく、全国各地で、主治医意見書の提出期
限が守られず認定遅れにつながるケースが多い
ことはよく聞かれる。
　それに対する具体的対応となると、ほとんど
何も行われていないのが現状ではないか。これ
では主治医意見書が認定のための不可欠な資料
と考えるより、認定遅れにつながる最大要因と
して問題視され、必要性を疑問視する見方が強
まる恐れがある。
　認定調査は１次判定に必要な調査であり、そ
れによって導き出された１次判定結果を、審査
会において主治医意見書と調査員の特記事項の
内容を合わせて審議し、最終的な認定結果が導
き出される。高齢者の状態像は医学的見地から

の判断も重要なことは納得できるし、
その判断材料として主治医
意見書の必要性は確かに感
じる。ケースによって主治
医意見書は参考にしなくて
も良い場合もあるだろうが、
だからといって一律必要な
いということにはならず、
「いらない」という議論は乱
暴すぎる。

　しかし、医師自らがその有効性を
否定するような資料提出の遅れに対し、それを
放置して改善する姿勢がない現状は問題があ
る。さらに言えば、ほとんど判断材料として価
値のない「何も書いていない」主治医意見書が
提出されている場合もある。これも主治医意見
書の必要性や有効性が問われてくる問題だろう
し、改善に向けた議論が必要になる。
　こうしたことは、保険者任せで解決できる問
題ではないだろう。提出期限の厳守と併せて、
主治医意見書に対する指導の方策づくりに、国
も重い腰を上げる必要があるのではないだろう
か。この問題の放置は、サービス利用者の著し
い不利益を放置することを意味しているとしっ
かり受け止めて議論されるべきだ。
　介護給付費分科会でこうした問題が取り上げ
られないのはなぜなのだろうか。
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主治医意見書の提出遅れがもたらす問題

◆国は改善策を検討すべき◆

◆「暫定プラン」でのサービス
利用に大きく影響◆
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　縦割り行政の問題は言われて久しいが、一向に
改善されない。構造改革を言うなら、この問題の
具体的な解決を模索してもらいたいものだ。し
かし、構造を変えなくとも役所の内部で、他課と
ちょっとしたコミュニケーションをとれば解決
できるのではないかという問題もある。これさ
えもできないのはなぜだろう。
　当施設の併設居宅介護支援事業所で、緊急的に
支援を引き受けた被保護者の中に、認知症の進行
のため在宅独居が困難になり、最終的に施設入所
に至ったケースがある。数週間居宅サ
ービスのプランを立て、近隣
住民などのインフォーマルサ
ービスの協力を得ていたが、
問題はこの方が自宅（借家）に
野良猫を何匹も出入りさせて
いたことだった。
　家の中は猫の毛や臭いでひ
どい状態である。衛生上、健
康上の問題もあり、実際には
世話をできる状態ではないため、とり
あえず家の出入り口を閉め、猫の出入りをできな
いようにした。
　ところが、この家の持ち主が支庁に連絡して、
野良猫が近所に増えて困るので処分してくれと
要請し、支庁の担当課からこの処分を居宅ケアマ
ネに依頼してきた。聞けば、すべて猫を捕獲して
保健所に持ってきて処分の手続きをする必要が
あるということだ。
　いくら担当ケアマネであろうと、そこまで責任
を持って行えない。しかもケアマネに言わせれ
ば、そこらにいる猫が、どれが野良猫で、どれが当
該利用者の世話していた猫か区別できないとい
う。もっともだ。そこで支庁担当者に、こういう状
態でケアマネが単独で行えることはほとんどな
いが、地域住民から苦情も出ているという状況も
考慮すると市役所等の協力をお願いして、それぞ

れ何らかの対応を行えないか検討することを提
案した。
　すると、「（被保護者であるため）市の担当者と
は前から話をしていて保護の担当者から本人に
指導している」「本人に処分の責任がある」「大家
さんからも苦情が出ているし、本来本人が処分す
る問題だ」との主張だ。
　指導をしているといっても短期記憶や見当識
に障害がある方で、適切な理解はできていないこ
とは容易に分かると思う。形式だけ整えても実
効性がなければ意味がないではないか。「でも本
人は自分で自 己決定もでき

ないし、そう した行動がと
れない方ですから…」「じゃあ、施設でやってくれ
ませか」。できることと、できないことがある。
　そこで再度、次のような提案をした。「猫の処分
という問題に限って考えるのではなく、認知症で
在宅独居が難しくなってきた方の支援問題とし
て考えると、このような問題は本ケースに限った
ことではなく、今後地域でたくさん起こり得る問
題と思います。福祉課や地域包括支援センター
と協力して地域の介護問題として考えて、それぞ
れできることを連携して対応しませんか」。する
と「こちらは動物課だから、その辺は詳しくは分
かりません。介護保険は別の課だし」。
　噛み合わない。ちょっと課を超えてコミュニ
ュケーションをとれば解決の手立てが見つかる

かもしれないのに、その入り口にもたどり着けな
い現状がある。猫の問題だけ解決しても、生活の
支障を解消しないと別な問題が次々に生じるこ
とは容易に予測できる。真の住民サービスのあ
り方が問われている。

　行政の職員の方々は個人的には見識も広く、専
門知識も豊富で、優秀な方々が多いと思う。しか
し、それが組織となると、自由な裁量が制限され、
適切な支援行為に結びつかない、結びつける際も
時間がかかりすぎる、というケースが良くある。
手続きの煩雑さを市民は｢不便｣と感じるが、行政
組織の内部ではそれを｢権威｣と感じるのが原因
だろうか。

　行政組織は、それを合理的に動かす
ために護送船団方式の典型
ともいえる「ビューロクラシ
ー」で動かされてきたという
歴史がある。それは官僚制と
訳されることが多いが、「ビ
ューロウ」は「官僚」でなく「事
務机」を意味していると言わ
れる。つまり、何でも机上で
処理するお役所的体質を揶

揄（やゆ）した言葉が「ビューロクラシ
ー」というわけだ。しかし、介護問題は現実の生
活の場で起こっているのであり、急激な超高齢社
会と核家族化の進行、地域社会との関係の希薄化
がもたらすさまざまな問題は前例主義では解決
できず、机上処理で済ますことができる問題でも
ない。特に人の支援に係る問題は即応すること
が、まず必要な支援ということが多い。
　縦割り組織では、多様化する個人のニーズに応
えることは困難である。市民ニーズに応えるの
が行政に必要な視点だろうから、弊害がある組織
の改変に各首長も取り組んでほしいし、それに取
り組む姿勢がある人を首長に選ぶという市民の
選択も重要だ。そして、行政職員は各分野の専門
家という意識だけでなく、市民サービスの専門家
として守備範囲を広げてほしい。役所内民族主
義ほど市民に迷惑なものはないのだから。
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◆「市民サービスの
専門家」の意識を◆

縦割り行政の弊害
◆「課」を超えた
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　４月の制度改正で、第２号被保険者が介護保
険の認定対象になる特定疾病に「末期がん」が
加えられ16疾病になった。これまで若年者が
末期がんになっても、介護保険の訪問介護など
必要なサービスが受けられなかった問題の改善
が図られたものだ。
　訪問看護では「末期がん」は厚生労働大臣が
定める疾病になっており、医療保険の訪問看護
を継続利用でき、その他サービスとして介護保
険のサービスが使える。そのため、訪問看護が
支給限度額の関係で減らされるわけ
でもなく、結果的に医療保
険の訪問看護を使いなが
ら、上乗せして介護保険の
各種サービスが使える点
では利用者の便宜に資す
るものと言える。
　ただし、ここで問題とな
るのは第２号被保険者の
「末期がん」の方が、すべて
医師から告知を受けているわけでは
ないということだ。そうすると、認知機能が衰
えているわけではなく、理解力がある方が多い
と思われる。要介護認定調査を受ける際、ある
いは介護保険サービスを導入する段階で「なぜ
介護保険が使えるのか」という部分で、配慮に欠
けると「末期がん」であることを知らない方に、
調査やサービス導入自体が「告知」となり、精神
的に激しい衝撃を与えかねない。
　状況によっては、必要なサービス導入のため
に、医師や家族に末期がんであることを「告知」
する必要性を改めて問わねばならぬケースが出
てくる。そうした意味で、担当する居宅介護支
援事業所のケアマネをはじめとする関係者は、
こうしたケースに対応する場合、細心の注意が
必要だ。
　実際の現場で対応に苦慮するケースが数多く

出てくるだろう。当然、医師を含めた関係者と
の事前協議がより重要になってくるが、こうし
た問題点があるという家族や医療チームの理解
も不可欠である。今後の地域ケアマネ会と医師
会の話し合いの中でも、検討されなければなら
ない問題ではないかと感じている。

　８月31日に厚生労働省は、昨年10月の居住
費・食費の自己負担で負担増のために施設を退
所した介護難 民は確認でき

ないと発表 した。その
理由として、68自治体で報告があった退所者
数の合計は1326人で、入所定員数における割合
は0.4％しかなく、それも特養からの退所は74
人、大半は在宅復帰施設の老健からの退所であ
ることを挙げている。
　しかし、この報道をよく読むと、国は介護難民
が「いない」とは言っていない。あくまで「この
調査では確認できなかった」としている点に注
意が必要だ。実際には費用負担の増加に耐えら
れず、退所したケースがあることは容易に想像
できる。この調査自体も24県44市区町の結果
でしかなく、調査期間もまちまちで実態を正し
く表したとはいい難い。
　しかも問題は、従来型施設の個室入所者で10月

以前から入所されている方は経過措置で個室料
金を負担していないという実態があり、今後、経
過措置が終了する段階で費用負担に耐えられな
い利用者が数多く出てくる可能性があるという
ことだ。つまり、介護難民予備軍が数多く隠され
ているという事実を忘れてはならないのである。
　また、居住費負担の問題では、生活保護受給者
についてユニット型個室・ユニット型準個室・
従来型個室は負担限度額に原則保護費を支給し
ないとして個室利用料が発生する場合は、原則
として被保護者の利用を認めていない。生活保
護を受給しなければならない状態となった理由
はさまざまだろうが、高齢者は今後、自助努力で
その状態を改善できる可能性は極めて低い。
　資本主義社会の中で何らかの要因により、現
役時代に生じた経済力低下という負の遺産を、

老後も引き続き背負って死ぬまで
生活せねばならないとい
うことだろうか。これは
「劣等処遇」の考え方その
ものではないのか。
　国の考えでは今後、介
護保険施設の全体の最低
７割は個室化するとい
う。現行の報酬体系のよ
うに、介護報酬＋自己負

担額の合計からなる施設収入が個
室の方が多床室より高いという状況下では、新
設施設が多床室をつくるメリットは薄く、一時
的に建設コストがかかっても個室化が進行する
だろう。
　従来型多床室を持つ施設自体が減ってくる状
況で、個室料金を負担できない利用者はどこへ
行くのか。特に個室を原則利用できない被保護
者は、行き場所がなくなる恐れが強い。そうし
た行き場のない高齢者が「介護難民」となった
とき、地域社会に帰る場所が見つけけられるの
だろうか。地域に戻ったとしても、さまざまな
介護問題が生じることは想像に難くない。
　そうした意味でも、地域でケアマネや地域包
括支援センターに求められる役割はより重大に
なることが予想される。その支援体制は十分だ
ろうか。
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◆「介護難民」発生が危惧される
居住費・食費の自己負担◆

介護保険制度はどこに行くのか①
◆末期がんが特定疾病に

加えられ生じる新たな問題◆
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　介護保険３施設は６年後に介護療養型医療施
設が廃止され、特養と老健の２施設に再編され
る。しかし、介護療養型に入所しているすべて
の高齢者が、医療保険の療養病床に移行できる
わけではない。では、それらの入所者はどこへ
行くのだろうか。
　廃止される介護療養型が転換する施設は、老
健や有料老人ホームなどである。老健は制度改
正のたびにリハビリ機能強化の方向性と、在宅
復帰機能を強く求められ、医療ニーズの高い長
期療養者の受け皿とはなりづらい状況がある。
有料老人ホームに至っては、介護付き
であっても、費用負担の体
系が違いすぎる。補足的
給付の対象でない施設で
あり、低所得者は転換した
施設にそのまま移行入所
することは困難だろう。
　その受け皿として、特養
が考えられるのだろうか。
確かに特養は本年の制度
改正でも重度化対応加算などのルー
ルが設けられ、医療ニーズへの対応を求められ
てきている。しかし、介護職員が行うことので
きる行為に依然厳しい制限やグレーゾーンがあ
り、家族が行うことができる行為でさえ、業務の
中では「医療行為」として禁じられている。
　さらに、所属医師の医療対応も「特別養護老
人ホーム等の職員（看護師、理学療法士等）が行
った医療行為については、診療報酬を算定でき
ない」という診療報酬算定上の制限により、医療
ニーズの高い方を受け入れるキャパシティーに
は自ずと限度が生じるだろう。何より待機者が
減らない現状で、介護療養型の転換施設に入所
できない人が、特養にスムースに移行できると
いう状況にはない。
　こうしたことを考えたとき、廃止される施設
入所者の受け皿が十分とは言えないという結論

を導き出さざるを得ず、現行の多くの介護療養
型入所者が在宅復帰を求められるという図式が
見えてくる。国は、それらの入所者の方々が地
域に戻り、適切な支援を受けることが可能だと
考えているのだろうか。
　しかし、要介護度が比較的軽度の方が施設入
所に至る経緯はインフォーマルな支援体制が
脆（ぜい）弱など さまざまな理由があってのこ
とである。それらの方がすべて在宅復帰でき、
居宅介護支援体制が適切に構築される保障はな
く、居宅担当のケアマネに期待される役割と負
担はより重大 なものにな

るだろう。
　そして、実際には地域の中でさまざまな形で
困難ケースが続出し、介護問題にかかる事件や
事故が今以上に表出すると思われる。そのとき、
在宅支援の中心的役割を担うはずの地域包括支
援センターは、その機能を有効に発揮できるの
だろうか。
　増大する介護予防プラン作成と、要支援・要
介護に該当しない方を対象とした地域支援事業
への対応で、他に手が回らず、地域の介護問題の
セーフティネットの機能が十分果たせていない
包括支援センターも現状では多いのではないだ
ろうか。来年３月末で経過措置が終了する予防
プランの受託８件制限の問題が、再度クローズ
アップされてくることは間違いないだろう。

　そして、地域ケア会議が有効に機能すること
を含め、包括支援センターの３職種協働と地域
支援機能が十分発揮される地域ケアシステムの
再編が急務だ。
　こうした要介護者の地域の受け皿という問題
の解決なしに、社会的入院の解消などあり得な
い。居住場所を見つけられない介護難民や、制
度の光が届かないことで生じる介護問題をつく
り出してはならない。

　介護・医療サービス分野で居住費や食費等の
生活費用を利用者が負担するという考え方は、
今後他分野に拡大することが予想される。しか
し、そのことで必要なサービスが受けられなく
なることはあってはならないし、その負担金額

は現実的に負担能力に応じたもの
でなければならない。そ
のためにも、昨年10月改
正と同時に設けられた減
免制度が現実的に機能し
ているのかという検証は
重要だろう。
　また、社会福祉法人等
の減免制度活用が指摘さ
れているが、そもそもあ

る特定のサービス提供主体だけで
実施される減免制度が、国の福祉制度の低所得
者対策として適切なのだろうか。制度の枠組み
の中で、利用者全体に光が当てられる対応でな
ければ不十分だ。補足給付以外に減免が必要な
ら、社会福祉法人等に限らない全般的対応の対
策を構築すべきだと考えている。

（おわり）
※ ※ ※

　半年間に渡って連載を執筆させていただきま
したが、この稿を最後に終了させていただきま
す。この間、さまざまな分野の方々から温かい
励ましの言葉やご意見などをいただきましたこ
とに、心より感謝申し上げます。それらがすべ
て連載を継続する活力となりました。何よりも、
私の拙文を読んでくださった読者の皆様に感謝
申し上げます。どうもありがとうございました。
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◆減免制度検証の重要性◆

介護保険制度はどこに行くのか②
◆介護療養型医療施設廃止の問題◆


